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(57)【要約】
　少なくとも一つの医療機能を実行するための少なくと
も一つの医療装置（１１２）を備える医療システム（１
１０）が提案される。医療装置（１１２）は、医療機能
を実行するように、少なくとも一つの医療消耗品（１２
２）と交信するように設計される。医療装置（１１２）
は、医療消耗品（１２２）上の光学コード（１３８）の
少なくとも一つの情報のコンポーネントを読み取るため
の少なくとも一つのコードリーダ（１４２）を有する。
コードリーダ（１４２）は、複数のセンサ（１８８）を
有する少なくとも一つのイメージセンサ（１５６）を有
する。コードリーダ（１４２）は、少なくとも一つの光
ファイバプレート（１７０）をさらに備える。そして光
ファイバプレート（１７０）は、イメージセンサ（１５
６）へ光学コード（１３８）の像を導くように配置され
る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの医療機能を実行するための少なくとも一つの医療装置（１１２）、特
に携帯装置として構成される医療装置（１１２）を備え、
　前記医療装置（１１２）は、前記医療機能を実行するように、少なくとも一つの医療消
耗品（１２２）と交信するように設計され、
　前記医療装置（１１２）は、前記医療消耗品（１２２）上の光学コード（１３８）の少
なくとも一つの情報のコンポーネントを読み取るための少なくとも一つのコードリーダ（
１４２）を有し、
　前記コードリーダ（１４２）は、複数のセンサ（１８８）を有する少なくとも一つのイ
メージセンサ（１５６）を備え、
　前記コードリーダ（１４２）は、少なくとも一つの光ファイバプレート（１７０）をさ
らに備え、
　前記光ファイバプレート（１７０）は、前記イメージセンサ（１５６）へ前記光学コー
ド（１３８）の像を導くように配置される、医療システム（１１０）。
【請求項２】
　前記光ファイバプレート（１７０）は、100マイクロメートルより小さい直径を有する
複数の光ファイバ（１７６）を有する、請求項１に記載の医療システム（１１０）。
【請求項３】
　前記コードリーダ（１４２）は、少なくとも一つの照明機器（１７２）を有する、請求
項１又は２に記載の医療システム（１１０）。
【請求項４】
　前記コードリーダ（１４２）は、少なくとも一つの照明機器（１７２）を有し、
　前記照明機器（１７２）は、前記光学コード（１３８）の領域において前記医療消耗品
（１２２）に透過照明するように設計された、少なくとも一つの光源（１６０）を備える
、請求項１～３の何れか一項に記載の医療システム（１１０）。
【請求項５】
　前記コードリーダ（１４２）は、少なくとも一つの照明機器（１７２）を有し、
　前記照明機器（１７２）は、異なる波長を有する光で、特に連続的に、前記医療消耗品
（１２２）を照らすように設計された、請求項１～４の何れか一項に記載の医療システム
（１１０）。
【請求項６】
　前記コードリーダ（１４２）は、少なくとも一つの照明機器（１７２）を有し、
　前記コードリーダ（１４２）は、前記照明機器（１７２）による照明に対して時間遅延
する方式で前記光学コード（１３８）の像を記録するように設計された、請求項１～５の
何れか一項に記載の医療システム（１１０）。
【請求項７】
　前記コードリーダ（１４２）は、少なくとも一つの照明機器（１７２）を有し、
　前記照明機器（１７２）は、
　　前記照明機器（１７２）が前記光ファイバプレート（１７０）を通して前記光学コー
ド（１３８）を照らすように設計される方法、
　　前記照明機器（１７２）がサイドから、好ましくは前記光ファイバプレート（１７０
）の視野方向に対して略垂直に、特に前記医療消耗品（１２２）のキャリヤ材料（１６８
）を通して、前記光学コード（１３８）を照らすように設計される方法、又は
　　前記照明機器（１７２）が少なくとも一つの光源（１６０）を備え、前記光源（１６
０）が前記イメージセンサ（１５６）を通して前記医療消耗品（１２２）を前記光学コー
ド（１３８）の領域において照らすように設計される方法
　のうちの少なくとも一つにおいて構成される、請求項１～６の何れか一項に記載の医療
システム（１１０）。
【請求項８】
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　前記医療装置（１１２）は、
　　サンプル中の少なくとも一つの検体を検出するための分析装置（１１４）であって、
特に体液中の少なくとも一つの代謝体を検出するための分析装置（１１４）であり、前記
検体を検出するための少なくとも一つのテスト素子（１２４）の形で、特にテストストリ
ップ（１２８）又はテストテープの形で、医療消耗品（１２２）と交信するように設計さ
れた分析装置（１１４）、又は
　　少なくとも一つの薬剤、特にインスリンポンプ（１１６）を測定するための測定装置
であって、カテーテル及び／又はカニューレ（１４８、１５２）の形で消耗品（１２２）
と交信するように設計され、前記情報は好ましくは前記カテーテル及び／又はカニューレ
（１４８、１５２）の充填体積についての情報を含む、測定装置
　のうちの少なくとも一つを備える、請求項１～７の何れか一項に記載の医療システム（
１１０）。
【請求項９】
　前記イメージセンサ（１５６）は、異なるスペクトル感度を有する少なくとも二つの領
域を有する、請求項１～８の何れか一項に記載の医療システム（１１０）。
【請求項１０】
　少なくとも一つの医療消耗品（１２２）をさらに備え、
　前記医療消耗品（１２２）は、前記コードリーダ（１４２）が読み取ることができる、
少なくとも一つの光学コード（１３８）を有し、
　前記光学コード（１３８）は、最小情報ユニットとして複数の光学的に読み取り可能な
モジュール（１４０）を有し、
　好ましくは前記コードリーダ（１４２）が前記医療消耗品（１２２）の二次元の光学コ
ード（１３８）の前記情報を読み取ることができる読み取り位置において、前記医療装置
（１１２）及び前記医療消耗品（１２２）は、前記光ファイバプレート（１７０）と前記
光学コード（１３８）の間の距離が前記コード（１３８）における隣接するモジュール（
１４０）の中間点の間の距離より小さくなるように、相互に関連して位置付けられる、請
求項１～９の何れか一項に記載の医療システム（１１０）。
【請求項１１】
　前記医療装置（１１２）と前記消耗品（１２２）を相互に関連して位置付けるように設
計された位置決め機器（１３４）をさらに備える、請求項１～１０の何れか一項に記載の
医療システム（１１０）。
【請求項１２】
　少なくとも一つの医療消耗品（１２２）を備え、
　前記医療消耗品（１２２）は、前記コードリーダ（１４２）が読み取ることができる、
少なくとも一つの光学コード（１３８）を有し、
　前記光学コード（１３８）は、二次元の光学コード（１３８）を含む、請求項１～１１
の何れか一項に記載の医療システム（１１０）。
【請求項１３】
　少なくとも一つの医療消耗品（１２２）を備え、
　前記医療消耗品（１２２）は、前記コードリーダ（１４２）が読み取ることができる、
少なくとも一つの光学コード（１３８）を有し、
　前記光学コード（１３８）は、最小情報ユニットとして複数の光学的に読み取り可能な
モジュール（１４０）を有し、
　前記光ファイバプレート（１７０）は、モジュール（１４０）ごと、前記光学コード（
１３８）の次元ごとに、少なくとも三つの光ファイバ（１７６）が提供されるように、寸
法が定められる、請求項１～１２の何れか一項に記載の医療システム（１１０）。
【請求項１４】
　少なくとも一つの医療消耗品（１２２）を備え、
　前記医療消耗品（１２２）は、前記コードリーダ（１４２）が読み取ることができる、
少なくとも一つの光学コード（１３８）を有し、
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　前記医療消耗品（１２２）は、前記光学コード（１３８）の領域にキャリヤ材料（１６
８）を含み、
　前記キャリヤ材料（１６８）は、透過特性又は光散乱特性を有し、
　前記キャリヤ材料（１６８）は、好ましくは透過性のプラスティック、特にポリエステ
ル、特にメリネックスを含む、請求項１～１３の何れか一項に記載の医療システム（１１
０）。
【請求項１５】
　少なくとも一つの医療消耗品（１２２）を備え、
　前記医療消耗品（１２２）は、前記コードリーダ（１４２）が読み取ることができる、
少なくとも一つの光学コード（１３８）を有し、
　前記光学コード（１３８）は、異なる波長を有する光と別々に交信するように設計され
る、請求項１～１４の何れか一項に記載の医療システム（１１０）。
【請求項１６】
　少なくとも一つの医療消耗品（１２２）を備え、
　前記医療消耗品（１２２）は、前記コードリーダ（１４２）が読み取ることができる、
少なくとも一つの光学コード（１３８）を有し、
　前記光学コード（１３８）は、少なくとも部分的に発光特性を有し、
　前記光学コード（１３８）は、好ましくは最小情報ユニットとして複数の光学的に読み
取り可能なモジュール（１４０）を有し、
　前記光学コード（１３８）、特に前記光学コード（１３８）の前記モジュール（１４０
）は、好ましくは少なくとも一つの光コンバータ、特に蛍光物質を含み、
　前記光コンバータは、励起光を前記励起光と異なる波長を有する光に、特に前記励起光
より長い波長を有する光に、変換するように設計される、請求項１～１５の何れか一項に
記載の医療システム（１１０）。
【請求項１７】
　前記透過性のプラスティックは、前記キャリヤ材料（１６８）において実質的に白い全
体印象が生じるように、ＴｉＯ2でドーピングされ、
　前記キャリヤ材料（１６８）は拡散的な光伝導特性を有する、請求項１６に記載の医療
システム（１１０）。
【請求項１８】
　少なくとも一つの医療消耗品（１２２）を備え、
　前記医療消耗品（１２２）は、前記コードリーダ（１４２）が読み取ることができる、
少なくとも一つの光学コード（１３８）を有し、
　前記医療消耗品（１２２）は、前記光学コード（１３８）の領域にキャリヤ材料（１６
８）を有するキャリヤを含み、
　前記キャリヤは、少なくとも一つの光コンバータをさらに含み、
　前記光コンバータは、励起光を前記励起光と異なる波長を有する光に変換するように設
計される、請求項１～１７の何れか一項に記載の医療システム（１１０）。
【請求項１９】
　特に請求項１～１８の何れか一項に記載の医療システム（１１０）において用いるため
の、少なくとも一つの医療機能を実行するための医療装置（１１２）であって、
　前記医療装置（１１２）は、複数のセンサ（１８８）を有する少なくとも一つのイメー
ジセンサ（１５６）を備え、少なくとも一つの照明機器（１７２）をさらに備え、
　前記照明機器（１７２）は、少なくとも一つの光源（１６０）を備え、
　前記光源（１６０）は、少なくとも一つの物品、特に医療消耗品（１２２）を前記イメ
ージセンサ（１５６）を通して照らすように設計される、医療装置（１１２）。
【請求項２０】
　前記イメージセンサ（１５６）は、前記光源（１６０）の励起光に対して少なくとも部
分的に透過的である、請求項１９に記載の医療装置（１１２）。
【請求項２１】
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　前記イメージセンサ（１５６）は、前記光源（１６０）の励起光が通過することができ
る複数の穴を有する、請求項１９又は２０に記載の医療装置（１１２）。
【請求項２２】
　前記イメージセンサ（１５６）は、前記光源（１６０）の励起光に対して少なくとも部
分的に透過的である材料を有する、請求項１９～２１の何れか一項に記載の医療装置（１
１２）。
【請求項２３】
　前記イメージセンサ（１５６）は、バンドギャップを有する半導体材料を有し、
　前記光源（１６０）は、前記バンドギャップより低いエネルギーを有する光を放射する
ように設計される、請求項１９～２２の何れか一項に記載の医療装置（１１２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療機能を実行するための少なくとも一つの医療装置を備える医療システム
に関する。医療機器は、少なくとも一つの消耗品と交信するように設計される。このタイ
プの医療システムは、例えば医学分析、医療診断又は内科治療において用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　医療消耗品の使用は、医薬及び医療技術の分野において非常に重要である。それ故に例
として医療診断、医学分析及び内科治療において多くの場合、医療装置は、例えば診断、
分析又は治療の機能を有し、この機能を実行するために一つ以上の医療消耗品に依存する
ように用いられる。
【０００３】
　そのような医療システムの例は、サンプル中の少なくとも一つの検体の定量的及び／又
は定性的な検出（例えば体液中の一つ以上の代謝産物の検出）のために用いられる医学分
析装置である。ここでは適用例としてグルコース測定装置について言及されるであろう。
そしてこれらの装置は、例えば血液、間質液、唾液又は尿内のグルコース量を測定するた
めに用いられる。
【０００４】
　そのような分析装置又は他のものは、検体の定量的及び／又は定性的な検出が行われる
ように、一般に一つ以上のテスト素子を用いる。例としてそのテスト素子は、その検体と
接触すると、特定の化学的又は物理的に検出可能な反応を実行し、または特定の測定可能
な変化を経験する、一つ以上のテストフィールドを備える。従って分析装置は、光学的に
、電気化学的に又はテスト素子を用いる幾つかの他の方法により検体の濃度（concentrat
ion）を決定するように設計され得る。テスト素子は、例えば小さいテストチューブ、テ
ストストリップ、テストテープ、上面及び／又は円周上に配置されたテストフィールドを
有するテストホイール、複数のテストフィールドを有する折り畳み式のテストペーパーと
して、または幾つかの他の形で存在し得る。この場合テスト素子は、個別に又は例えばマ
ガジンの形状で複数のものとして存在し得る。そして後者の場合、テスト素子をもつマガ
ジンは消耗品とみなすこともできる。
【０００５】
　消耗品をもつそのような医療システムの他の例はランセットシステムである。そしてそ
のシステムでは、例えば穿刺補助器具（a puncture aid）が医療装置として機能する。そ
の穿刺補助器具は、一般に例えば血液又は間質液のサンプルを生成するために、ランセッ
トの形をした一つ以上の消耗品によって患者の肌の一部に穴を開けるように設計される。
【０００６】
　そのような医療システムのさらなる例は、測定機器をもつ医薬システムである。そのよ
うな測定機器は、一般に複数のタイプの医療消耗品で機能することもある。それ故に第一
に、例えばカートリッジ又は測定機器によって測定される、他の薬剤の供給管（supply v
essels）を用いることができる。この場合、薬剤自体及び／又は対応する管（例えばカー
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トリッジ）をもつ薬剤は消耗品とみなすことができる。そのような測定機器の一例は例え
ばインスリンポンプなどの医薬ポンプである。しかしながらこれらの測定機器は、一般に
さらなるタイプの医療消耗品（特に例えばカテーテル）をさらに必要とする。
【０００７】
　医療装置及び少なくとも一つの消耗品を備える、多数のさらなるタイプのこのタイプの
医療システムが周知である。これらの医療システムに対する一つの課題は、実際に医療装
置がその医療機能を実行するために消耗品と正しく交信できるように、可変の情報を必要
とすることである。それ故に例として、サンプル中の少なくとも一つの検体の定量的及び
／又は定性的な検出の正確な評価のために一群（batch）に特有の情報のコンポーネント
を要求できるように、一群毎にテスト素子を異なるものとすることができる。これは例え
ば光ルミネッセンス又は吸収の特性、すなわち例えばテスト素子のテストフィールドのル
ミネッセンス又は色を検体の濃度とともにどのように変えるかについての情報とすること
ができる。また電気化学の評価の情報のコンポーネントを包含してもよい。例として、こ
の場合電流のプロファイル及び／又は電位が測定される。
【０００８】
　ランセットシステム（例えば複数のランセットを有するランセットマガジンの形又は個
別のランセットの形をした消耗品をもつランセットシステム）の場合、穿刺補助器具は、
例えば正しいタイプの消耗品（例えば正しい製造業者又はタイプのランセット）がその穿
刺補助器具の中へ挿入されているかについての情報を要求できる。また一般にこのタイプ
の消耗品又は他のタイプの消耗品の場合、そのような情報は、例えば正しい又は認可され
た製造業者の品を「偽造の」消耗品から区別するように偽造に対する保護のために用いる
ことができる。最後に、これは経済的な損害に加えて、偽造の医療製品によって引き起こ
される健康を損なうリスクを大いに縮小することができる。
【０００９】
　例えばインスリンポンプなどの測定機器を備える医療システムの場合、例えば薬剤のカ
ートリッジのタイプ及び／又は量についての情報が要求されてもよい。そしてカテーテル
又はカニューレが薬剤の測定に用いられるとき、例えばカテーテルの正しい初期充填又は
あふれさせること（「プライミング」）を確保するために、カテーテルの充填体積が要求
されてもよい。
【００１０】
　これらは上記の医療システムの場合に交換することができる又は交換しなければならな
い情報のコンポーネントのほんの数例である。この問題を解決するために先行技術は様々
な可能性を有する。それ故に例えば市販のグルコース測定装置の場合、情報キャリヤ（例
えばいわゆるＲＯＭキー）が新しいテスト素子の各群とともに開示される。測定の評価に
おいて正しい情報が用いられるように、患者は新しい一群を用いる前に分析装置へそのＲ
ＯＭキーを入力することが要求される。しかしながらこの技術は原理上、まさに高齢の患
者又は子供の場合、テストストリップの新しい一群の使用においてＲＯＭキーの交換を起
こしそこねるというリスクを伴う。この場合間違った測定結果が出力されるおそれがある
ので、これにより間違った測定結果に基づいて間違った薬剤に関する結果を招くおそれが
ある。
【００１１】
　従って先行技術は、消耗材料に直接、すなわち分離した情報キャリヤとしてではなく、
むしろ消耗材料に固定して結合された情報キャリヤとして、そのような情報キャリヤが提
供される様々な医療システムを開示する。医療分野のコスト圧力が絶えず増大しているた
め、これらの情報キャリヤはコスト効率の良い形で、さらに非常に小さい形で完成される
必要があり、多くの場合（例えば無線周波数のラベルなどの）周知の電子回路の情報キャ
リヤは除外される。
【００１２】
　従って二次元又は三次元の光学コードが医療消耗品に適用される医療システムが周知で
あり、その光学コードは対応する医療装置の光学コードリーダを用いて読み出すことがで
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きる。そのようなシステムは例えば米国特許第6,588,670B2号に記載される。また光学コ
ードとして対応するバーコードを備えるテストストリップは、米国特許第4,476,149号又
は米国特許第6,168,957号に記載される。以下においてそのような光学コードに対して例
として参照がなされる。
【００１３】
　特に医療用携帯装置において、そのような光学コードの場合に有する一つの困難は、コ
ードリーダが使用可能な構造スペースが極めて限定されることである。さらにコードリー
ダは非常に軽量な形で構成される必要があり、大量生産においてコスト効率良く製造でき
る必要がある。光学コードを読み取る多数のコードリーダが先行技術により周知である。
そのようなコードリーダの例は、米国特許出願公開第2006/0213994A1号のＤＮＡマイクロ
アレイスキャナー又は米国特許第7,175,091B2号のチェックカードリーダとして周知であ
る。
【００１４】
　光学的に解像する近接センサは、特にいわゆるコンタクトイメージセンサ（ＣＩＳ）の
形でその技術の他の分野から周知である。それ故に例として米国特許出願公開第2008/008
8731A1号には、物体の像がマイクロレンズアレイによってイメージセンサ上で生成される
、薄いイメージセンサが記載される。米国特許出願公開第2006/0202104A1号には、同様に
マイクロレンズアレイによってＣＣＤ／ＣＭＯＳ構造の上に投影がもたらされる指紋セン
サが記載される。
【発明の概要】
【００１５】
　しかしながら、そのようなコードリーダ又はイメージセンサは、上記のタイプの医療シ
ステムでの使用について幾つかのデメリットを有する。これは多くの前述のセンサ、特に
マイクロレンズアレイの使用によるセンサが、比較的大きい構造スペースを必要とするか
らである。さらにマイクロレンズ系のための製造経費は非常に大きく、そのようなマイク
ロレンズ系の分解能は、一般に例えばテストストリップに要求されるような非常に小さい
光学コードにとって不十分である。
【００１６】
　この場合、特に多くのコードリーダに必要とされる照明によって、ある特有の問題が提
示される。例えば米国特許出願公開第2006/0213994A1号に記載されるような、医療消耗品
を通した照明は、多くの場合、例えば不透明なテストストリップなどの多くの消耗品の構
成のために認識できない。また周知のシステム及び照明技術の場合、使用可能な構造スペ
ースのために光学コードの領域を十分に照らすことができないので、光学コードに係る反
射照明は多くの医療システムにおいて除外される。
【００１７】
　従って本発明の目的は、上記の医療システムのデメリットを少なくとも実質的に回避す
る医療システムを提供することである。医療システムは、信頼性があり、構造スペースが
節約でき、かつコスト効率の良い、少なくとも一つの医療消耗品と上記のタイプの医療装
置との間の情報の交換を可能にすることを目的とする。
【００１８】
　本発明の目的は、独立請求項の特徴を備える医療システムにより達成される。個別に又
は組み合わせて認識することができる、情報の有利な進歩が独立請求項に記載される。
【００１９】
　医療システムは少なくとも一つの医療機能を実行するための少なくとも一つの医療装置
を備える。上記に示したように、その医療機能は、通常、医薬又は医療技術の分野におい
て要求される任意の所望の機能（特に診断及び／又は分析機能並びに／又は治療機能）と
することができる。この場合に、診断機能は患者について少なくとも一つの医学的状態の
特定を目的とする機能であると理解され得る。分析機能は（例えばサンプルの）一つ以上
のパラメータの測定を目的とする実質的に任意の所望の測定をする機能であると理解され
得る。液体、固体又は気体のサンプルにおける少なくとも一つの検体の定性的及び／又は
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定量的な検出がここに例として言及され得る。治療機能は、対象とされる方法で患者の体
の状態に影響を与えるように定められる機能であると理解され得る。この影響を与えるこ
とは、一般に例えば体の状態を改善すること、すなわち回復を目的とする。しかしながら
他のタイプの影響を与えること（例えば美容の理由による影響を与えること）も可能であ
る。医薬は治療機能の例（例えば注射による薬剤の投与）として言及され得る。しかしな
がら原理上、他のタイプの治療機能（例えば指圧療法及び／又は鍼療法）も可能である。
本発明に関して参照がなされ得る医療装置のさらなる例において、上記の先行技術の記述
に対して参照がなされてもよい。また医療装置は複数の上記の医療機能（例えば診断機能
と治療機能の組み合わせ）を実行することができる。この少なくとも一つの医療機能を実
行するために、医療装置は、それに対応して一つもしくは複数の機械的装置及び／又は一
つもしくは複数の電子的装置並びに／又はプログラム技術の観点からの設計が望ましい場
合には一つもしくは複数のデータ処理装置を用いて構成されてもよい。
【００２０】
　医療装置は少なくとも一つの医療機能を実行するために少なくとも一つの消耗品と交信
するように設計される。この場合、交信は医療装置と消耗品の間の物理的な結合を必ずし
も必要としない、機能的な交信を意味すると理解されるべきである。しかしながらそれに
も関わらず、そのような物理的な結合は例えば機械的及び／又は電気的結合の形で提供さ
れてもよい。このように例として、医療装置は少なくとも一つの医療消耗品の受信及び／
又は保持及び／又は位置決めをする、保持機器並びに／又は容器並びに／又は位置決め機
器を備える。
【００２１】
　この場合、医療消耗品は、医療装置の医療機能を有効にし、又は少なくともサポートす
るように設計されることが意図される。つまり消耗品は、例えば分析機能及び／又は診断
機能及び／又は治療機能を確保するために、医療装置と相補的に交信するように設計され
得る。この場合、用語「消耗品」は、好ましくは工業規模で生産され得る品を意味すると
理解されるべきである。医療装置は一般に多様な使用に適するのに対し、その消耗品は要
求通りに交換可能であると意図される。それ故に消耗品は、例えば単一の使用のため又は
限定数の使用のみのために提供されてもよい。
【００２２】
　医療装置は、医療消耗品上の光学コードの少なくとも一つの情報のコンポーネントを読
み取る少なくとも一つのコードリーダをさらに備える。この場合、光学コードは、電磁ス
ペクトルの可視及び／又は赤外線及び／又は紫外線のスペクトル領域の光によって読み取
られる情報のキャリヤ（特に二次元及び／又は三次元のバーコード）を意味すると理解さ
れるべきである。代替的に又は追加的に、多数の他のタイプの光学コード（例えばバーコ
ード、グレースケールコードもしくは類似するタイプの光学コード又は以上の組み合わせ
及び／又は他のタイプのコード）が実現されてもよい。光学コードは、例えば医療消耗品
の表面上に適用され得る。そしてその表面は、光学コードが少なくとも部分的に光学的に
透過なコーティングにより覆われ、それ故に静止した状態で完全に又は部分的に読み取ら
れることが可能であるということも類似的に意味すると理解されるべきである。全てのイ
ベントにおいて、適切な波長を有する電磁放射によって光学コードを外部から読み取るこ
とができることが意図される。
【００２３】
　医療装置のコードリーダは、少なくとも一つの光マルチチャネル評価ユニット（以下略
してイメージセンサと称する）を備える。イメージセンサは複数のセンサを備える。これ
らのセンサは、例えば一次元又は二次元の形で配置（例えば一次元又は二次元のセンサア
レイ）することができるが、光信号を記録するために適すると意図される。
【００２４】
　イメージセンサと並んで、コードリーダは少なくとも一つの光ファイバプレートをさら
に備える。この場合、光ファイバプレートは、複数の光ファイバを備える素子を意味する
と理解されるべきである。そしてその複数の光ファイバは全て平行又は略平行に方向付け
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られるのが好ましい。しかしながらこの場合「略平行」は平行から逸脱する方向（例えば
20°以下）も含むと理解されてよい。この場合、本発明に関して光ファイバは、可視及び
／又は赤外線及び／又は紫外線のスペクトル領域の光に対して透過的であり、特に全反射
のために光導波路としてふるまう素子を意味すると理解されるべきである。光ファイバプ
レートは、そのような光ファイバを例えば一束にして備えることができる。そして光ファ
イバは、例えば相互に、融合され、絶縁樹脂に埋め込まれ、又は接着により結合される。
【００２５】
　その光ファイバによって可能な最高の度合いまで構造スペースを利用できるように、そ
の光ファイバは、光ファイバプレート内において光ファイバが少なくとも一つの寸法にお
いて最高密度の束になるように配置されることが好ましい。それ故に例として、円形の横
断面を有するファイバは六角形の配置で配置されてもよい。しかしながら他の配置も可能
である。光ファイバプレートは例えば平面のプレート、すなわち所定の厚さを有する円盤
状の素子として構成されてもよい。そしてその素子は、好ましくはこのファイバプレート
の厚さより大きい水平方向の範囲を有する。例として、多角形、円形又は他の横断面を有
するプレートが含まれ得る。
【００２６】
　そのような光ファイバプレートの特別な特徴は、それらが光ファイバプレート（好まし
くは光ファイバプレートの第１の平面）の一つのサイドから、光ファイバプレート（好ま
しくは光ファイバプレートの第２の平面）の第２のサイドへ、この場合に感知できるほど
に像を変化させることなく、光を伝達することである。光ファイバの各端は、その反対の
端に光の状態を実質的に再生する、少なくともおおよそ点光源としてふるまう。
【００２７】
　この場合、光学コードの像がイメージセンサに導かれるように光ファイバプレートが配
置されるようにコードリーダは構築される。従って光学コードを、イメージセンサによっ
てそこに記録するために、光ファイバプレートを通して、いわば光学コードに隣接する光
ファイバプレートの面からその光ファイバプレートの反対の面へ伝送するように、光ファ
イバプレートはイメージセンサと光学コードの間に配置される。
【００２８】
　この場合、イメージセンサ及び光ファイバプレートは、一つのユニットで形成し、非常
にコンパクトな形で構成されてもよい。それ故にイメージセンサ及び光ファイバプレート
は、例えば機械的及び／又は構造的（positively locking）及び／又は力学的な（force-
locking）結合によってユニットを形成するために、相互に結合されてもよい。イメージ
センサ及び光ファイバプレート、特にこれらの素子から形成されるユニットは、合同で5m
m未満の厚さを有する。
【００２９】
　イメージセンサのセンサは、直線の配置すなわち一次元の配置、又はその他の二次元の
配置（例えばマトリックス配置）を形成してもよい。特にイメージセンサは、一つ以上の
ＣＣＤセンサ（特にＣＣＤアレイ）、ＣＭＯＳセンサ（特にＣＭＯＳアレイ）、フォトダ
イオードセンサ（特にフォトダイオードアレイ）又は有機光検出器（特に有機フォトダイ
オード、特にそのような有機フォトダイオードのアレイ）を備えることができる。しかし
ながら原理上、他の物理的原理に基づく他のタイプのイメージセンサ又は以上の組み合わ
せ及び／又はさらなるイメージセンサを用いることもできる。
【００３０】
　光ファイバプレートはイメージセンサに直接当てられると特に好ましい。一般にイメー
ジセンサと光ファイバプレートの間の距離は、イメージセンサにおける隣接するセンサの
間の距離より小さいと特に好ましい。光ファイバプレートは、イメージセンサに面するサ
イドにおいて、イメージセンサから離れたサイドの光の状態を略同一に再生するので、こ
の配置はイメージセンサがコード上に実質的に直接位置する配置と同一である。しかしな
がらイメージセンサがコード上に直接位置する配置とは異なり、以下により詳細に説明す
るように、光ファイバプレートは、光ファイバプレートを通して光の結合をもたらし、コ
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ードを効果的に照らすことができる可能性を提供する。
【００３１】
　原理上、光ファイバプレートは任意の望ましい透過材料から製造することができる。特
にプラスティック材料及び／又はガラスを用いることができる。これらはコアクラッディ
ング構造で構成することもできる。そして例として個別の光ファイバのクラッディングは
相互に、融合され、または接着により結合され、実際のファイバコアが組み込まれる光フ
ァイバプレートの共通母体を形成する。光ファイバプレートに組み込まれる光ファイバ及
び／又はそのコアは100μmより少ない（好ましくは80μm以下の）直径を有すると特に好
ましい。
【００３２】
　コードリーダは少なくとも一つの照明機器、すなわち消耗品の光学コードを照らすため
に構成される機器をさらに有する。この照明は一方のサイドに、同じサイドからもたらさ
れるのが好ましい。そしてその同じサイドにはイメージセンサも提供される。この場合、
透過照明機器（transillumination devices）と異なり、コードリーダ全体を非常にコン
パクトな形で構成できる。そして医療消耗品は一方のサイドにおいてのみコードリーダに
通じる必要がある。このように検出器側、すなわちイメージセンサ側からの照明は、構造
スペースに関して利点を提供する。上記の通り、光ファイバプレートを通した照明は、コ
ードの像の記録品質又は構造スペースの要求に不利な影響を与えることなくもたらされ得
るので、光ファイバプレートの使用によりこれらの利点がサポートされる。しかしながら
代替的に又は追加的に、他のタイプの照明も可能である。
【００３３】
　照明機器は、それに対応して様々な方法で配置され得る、少なくとも一つの光源を備え
てもよい。異なる配置及び／又は異なるスペクトル特性を有する複数の光源が提供されて
もよい。それ故に先行技術から周知の通り、第一に光源は、透過光の光源として用いられ
てもよく、光学コードの領域において医療消耗品に透過照明する（transilluminate）よ
うに設計されてもよい。この場合この領域において消耗品は、用いられる波長を少なくと
も部分的に透過すべきであり、又は光学コードへ少なくとも部分的に少なくとも光源の光
を伝達することができる。そのような医療消耗品又はこれらの要求を満たすキャリヤ材料
の様々な例示的実施形態が以下に記述される。しかしながら代替的に又は追加的に、以下
により詳細に説明されるように、本発明に関して一方のサイドの照明のための光源も可能
であり好ましい。
【００３４】
　上記に示したように、可視及び／又は赤外線及び／又は紫外線のスペクトル領域の波長
を有する光が照明のために用いられてもよい。特に300nmと3000nmの間の範囲のスペクト
ル領域が適切である。このために適切な光源（特に一つ又は複数の無機及び／又は有機の
半導体基盤の発光ダイオード、また特に発光ダイオードアレイ）が用いられてもよい。他
のタイプの光源（例えばレーザ、特に半導体レーザ）が用いられてもよい。
【００３５】
　照明機器は単色の照明機器として構成されてもよいが、医療消耗品を異なる波長を有す
る光で照らすように設計されてもよい。この場合「異なる波長」は、光のスペクトルのプ
ロファイルが（例えば相互に異なるピーク波長のために）少なくとも完全には一致しない
場合におけるスペクトル特性を意味すると理解されるべきである。特に照明機器は、医療
消耗品、特にそこの光学コードを、同時にあるいは連続的に（sequentially）、つまり時
間内に異なる点で、異なる波長を有する光で照らすように設計されてもよい。しかしなが
ら原理上、例えばイメージセンサ及び／又は幾つかの他の波長選択素子（例えば一つ以上
のフィルタ及び／又は一つ以上のダイクロイックミラー）により、対応するスペクトル分
離に関連して、異なる波長を有する光で同時に照らすことも可能である。様々な構成が可
能である。
【００３６】
　さらに代替的に又は追加的に、コードリーダはチャレンジ・レスポンス方式のスキーム
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を実行するように設計されてもよい。それ故にコードリーダは、例えば照明機器による照
明に対して時間遅延する方式で光学コードの像を記録するように設計されてもよい。それ
故に例として、光源による照明が消された場合にのみイメージセンサによる信号の記録を
開始する回路が提供されてもよい。例としてパルスのスキームは、例えば100マイクロ秒
より短い励起パルスで用いられてもよい。そして測定は、その励起パルスが終わった後、
（例えば200マイクロ秒の）一時的なオフセットによりオフセットされる形で開始されて
もよい。そのようなチャレンジ・レスポンス方式のパルスのスキームは、特に発光性のコ
ードの場合（例えば蛍光性及び／又はリン光性の（例えば（例えばユウロピウムなどの）
レアアースの複合体のグループからの）媒体を有する、一つ又は複数のモジュールを含む
コードの場合）に用いられてよい。
【００３７】
　上記で説明したように、特に照明機器による照明は一方のサイドにもたらされてもよい
、すなわち照明は、医療消耗品の、光ファイバプレート及びイメージセンサを用いた観測
と同じサイドからもたらされてもよい。これは様々な方法で実現することができる。特に
照明は光ファイバプレートを通してもたらされ得る。例としてこれは、照明機器の少なく
とも一つの光源によりサイドから、すなわち例えば光ファイバプレート内の光ファイバの
方向に対して90°又は好ましくは直角から20-30°以下の角度に外れた角度で照らされる
光ファイバプレートによって実現されてもよい。
【００３８】
　しかしながら代替的に又は追加的に、照明は光ファイバプレート内の光ファイバに略平
行にもたらされてもよい。これは例えば、光ファイバプレートを通してイメージセンサを
通過した、側面にそってもたらされる照明によってなされ得る。しかしながら代替的に又
は追加的に、励起光がまず第一にイメージセンサを、次に光ファイバプレートを貫通する
ように、イメージセンサを通して照明がもたらされてもよい。これは例えば、イメージセ
ンサが照明機器の光源において用いられる励起光に対して少なくとも部分的に透過的であ
るときになされ得る。このために例として、対応する穴がイメージセンサに提供されても
よい。そして励起光は、それらの穴を通過し、その後光ファイバプレートを通して医療消
耗品及びコードに到達する。しかしながら代替的に又は追加的に、イメージセンサ自体の
材料を励起光に対して少なくとも部分的に透過的にしてもよい。例としてイメージセンサ
は、バンドギャップを有する半導体材料（例えばシリコン）を有してもよい。そして光源
はバンドギャップより低いエネルギーを有する光を放射するように設計される。つまり、
イメージセンサは、光源の励起光を実質的に吸収しないように、又はわずかな範囲（例え
ば20%以下の範囲）のみ励起光を吸収するように設計される。シリコンの場合、これは例
えば1000nmより大きい波長を有する光を用いることによりなされ得る。そしてこの励起光
のエネルギーが光学コードを読み取るのに又は適切に照らすのに十分でなければ、光学コ
ードは、例として（例えば多光子の過程に即して）光源の励起光のより長い波長の光子か
らより短い波長の光子を生成する、対応する光コンバータを含んでもよい。
【００３９】
　しかしながら光ファイバプレートを通した照明の代替として又はそれに追加して、照明
機器はサイドから、すなわち好ましくは光ファイバプレートの視野方向に対して略垂直に
光学コードを照らすように設計されてもよい。これは例えば、光学コードの領域において
医療消耗品のキャリヤ材料を通して（例えば前述と同様に照明機器の光源の励起光を伝導
する又はその励起光に対して透過的であるキャリヤ材料を通して）もたらされ得る。
【００４０】
　もちろんさらに、上記で説明したように代替的に又は追加的に、医療消耗品を少なくと
も光学コードの領域において背後側から、すなわち光ファイバプレート及びイメージセン
サから離れたサイドから照らす可能性もある。この場合、医療消耗品のこの領域において
、少なくとも部分的に透過的な又は光を伝導するキャリヤ材料が好ましい。このタイプの
照明は、他のタイプの照明の代わりに又はそれに追加して用いることができ、主に光学コ
ードの吸収性の検出のために利用できるが、例えばルミネッセンスの検出のためにも利用
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できる。
【００４１】
　イメージセンサは、異なるスペクトル感度を有する少なくとも二つの領域をさらに有す
る。例としてイメージセンサは、異なるスペクトル感度を有する異なるセンサを備えても
よい。このように例として、反射、放射又は幾つかの他の方法で光学コードから出現した
複数の光波長を検出のために利用できる。例としてこれらの異なる感度は、センサの本質
的に異なる感度によって実現することができ、又はこれらの異なるスペクトル感度を生成
するために一つ以上のフィルタを用いることが可能である。一般にコードリーダは少なく
とも一つの光フィルタ（特にカットオフフィルタ及び／又は干渉フィルタ）を有すること
ができる。
【００４２】
　医療消耗品の光学コードは、特に最小情報ユニットとして光学的に読み取り可能な複数
のモジュールで構成されてもよい。この最小情報ユニットは例えば「ビット」に対応する
ものでもよい。上記の通り一次元又は二次元のモジュールが、コードリーダによって分離
されるべき最小ユニットを構成するように、コードは例えば一次元又は二次元の形で構成
される。
【００４３】
　情報のコンポーネントを表すために利用される各次元において、モジュールごとに少な
くとも三つの光ファイバが提供されると、特に好ましい。従って二次元コードの場合、好
ましくはモジュールごとに少なくとも九つのファイバが提供されるべきである。一次元コ
ードの場合、モジュールは例えばライン形状を有する。そして用いられるラインの最小ラ
イン幅はモジュールの幅に対応する。二次元コードの場合、モジュールは例えば円形又は
矩形、特に正方形として構成することができる。そして最小の正方形の辺の長さはモジュ
ールの寸法に対応する。例として300μmの幅を有するモジュールを用いることができる。
【００４４】
　この場合、光ファイバプレートは、その光ファイバプレートが光学コードを読み取るた
めに十分な分解能を提供するように、光学コードに関連して構成され、位置付けられるの
が好ましい。特にこれは、光ファイバプレートと光学コードの間の距離が、コードにおけ
る隣接するモジュールの中間点の間の距離よりも小さくなるように、相互に関連して位置
付けられる医療装置並びに／又はコードリーダ及び医療消耗品によって確保され得る。つ
まりコードにおけるモジュールから光ファイバプレートまで光子によりカバーされる必要
のある平均自由行路長は、隣接するモジュールの中間点の間の距離、すなわち分離される
べき光学コードの寸法よりも小さいものと意図される。
【００４５】
　一般に医療システムは位置決め機器を備える。その位置決め機器は、消耗品及び医療装
置を相互に関連して位置付けるように（例えば光学コードの最適な読み出しを可能にする
ように）設計され得る。例として位置決め機器は、読み出し位置において、光ファイバプ
レートと光学コードの間の距離とコードにおける隣接するモジュールの中間点の間の距離
に関する上記の条件が満たされるように、医療装置及び消耗品を相互に関連して位置付け
るように設計され得る。代替的に又は追加的に、位置決め機器は、例えば消耗品と光ファ
イバプレートの間に一定の距離を、例えば不適切な位置のためのオプショナルの許容範囲
を含めて、常に確保するように設計されてもよい。
【００４６】
　例として位置決め機器は、光ファイバプレートと消耗品の間のある最小距離を常に確保
するように設計されてもよい。特にこれは、特に医療装置の中へ挿入され得る、例えばテ
ストストリップなどのテスト素子の場合に有利である。テスト素子と光ファイバプレート
の間が過度に短い距離で挿入が生じると、その後これは、例えばテスト素子への血の粘着
により、例えば光ファイバプレートの損傷（例えば磨耗及び／又は引っかき傷）並びに／
又はその汚れにつながる。これは位置決め機器の適切な構成により防ぐことができる。
【００４７】
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　それ故に、位置決め機器は、例えば医療消耗品（例えばテスト素子）とコードリーダ（
例えばコードリーダの光ファイバプレート）の間の最小距離を常に確保する少なくとも一
つのスペーサを備えてもよい。そのスペーサは、例えば少なくとも一つのレール（特にス
ペーサレール）、少なくとも一つのアタッチメント、少なくとも一つのガイド、少なくと
も一つのスペーサ薄板及び／又は少なくとも一つのスペーサリング、あるいは以上の素子
の組み合わせ及び／又はさらなる素子を備えてもよい。
【００４８】
　他方、医療消耗品とコードリーダ（特に光ファイバプレート）の間の距離が最大距離を
超えないことを確保するために、位置決め機器において反対の位置に作用素子が提供され
てもよい。それ故に位置決め機器は、医療消耗品にコードリーダの方向に作用する力を加
える、例えば少なくとも一つの圧迫（press-on）素子を備えてもよい。例として圧迫素子
は消耗品を上記のスペーサに対して押圧するように構成されてもよい。代替的に又は追加
的に、反対側に力を加えること、すなわち圧迫素子が、コードリーダが完全に又は部分的
に医療消耗品に対して押圧される効果を有するように力を加えることも可能である。それ
故に例として、光ファイバプレート並びに／又は光ファイバプレート及びイメージセンサ
を備えるユニットは圧迫素子によって消耗品に対して押圧されてもよい。一般に圧迫素子
は、例えば一つ以上のスプリング素子、一つ以上の弾性材料又は力を加えるために一般に
用いられる類似する素子を含んでもよい。
【００４９】
　位置決め機器は、例えば医療装置の構成要素となり得る。位置決め機器は、医療装置の
タイプ及び／又は医療消耗品のタイプに適合することができ、異なるタイプの機械的機器
を備えてもよい。例として、位置決め機器は、上記の条件に従いながら、医療消耗品が読
み出し位置に位置付けられるように、医療装置の上及び／又は中に医療消耗品を保つため
に、保持機器を備えてもよい。例として位置決め機器は、それに対応して医療消耗品（例
えばテスト素子）を導入するための、少なくとも一つのレールを備えてもよい。位置決め
は、水平（lateral）の位置決め、すなわち例えばイメージセンサと消耗品の間の結合部
に対して垂直な平面における位置決めとすることもできる。代替的に又は追加的に、位置
決め機器は、消耗品が読み出し位置に位置付けられるように、その上に又はそこに医療消
耗品をセットすること又は置くことができる配置領域（bearing area）も備えてもよい。
【００５０】
　コードリーダは、イメージセンサのアクティブなセンサ面において光学コードが完全に
撮像されるように設計され得る。これは、特に光ファイバプレートが拡大又は縮小の効果
を有さないときに、例えば少なくとも光学コードの領域と正確に同じサイズである、イメ
ージセンサのアクティブなセンサ面によってもたらされ得る。しかしながら代替的に又は
追加的に、光ファイバプレートによってイメージセンサに面しているサイドに生成される
光学コードの像が実際の光学コードより大きく又は小さくなるように、光ファイバプレー
トは拡大又は縮小の効果を有してもよい。
【００５１】
　代替的に光学コードの一部の像のみがイメージセンサ上に撮像されるようにすることも
可能である。例として前述と同様にこの場合、そのアクティブな領域をもつイメージセン
サは光学コードよりも小さくすることができ、又はこれをもたらす光ファイバプレートに
よる拡大又は縮小の効果を実装することができる。この場合、イメージセンサは光学コー
ドの部分的な領域のみを記録する。光学コードは、繰り返しの、少なくとも部分的に冗長
な情報のコンポーネントを含んでもよい。例として光学コードは繰り返しのビットパター
ン又はモジュールのパターンを含んでもよい。そしてこれらの繰り返しのビットパターン
又はモジュールのパターンは、少なくとも一つのビットパターン又はモジュールのパター
ンがイメージセンサのアクティブなセンサ面において完全に撮像されるように設計されて
もよい。
【００５２】
　さらなる本発明の好ましい発展は、少なくともコードの領域における医療消耗品の構成
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に関する。それ故にコード及び／又はコードにおける光学的に読み取り可能なモジュール
は、特に一つ以上の以下の方法、つまり医療消耗品の表面の上にプリントする方法、レー
ザで誘起された染料の変換の方法、又は医療消耗品の表面又は医療消耗品自体の機械的変
形によって、医療消耗品に適用することができる。しかしながら原理上、例えば機械的切
除方法、レーザ処理による切除方法、注入の方法、フォトリソグラフィー又は類似する方
法などの他の方法も用いられてもよい。
【００５３】
　医療消耗品は、光学コードの領域において透過特性及び／又は光散乱特性を有するキャ
リヤ材料を備えてもよい。これは、特に照明機器の少なくとも一つの光源の光にとって、
キャリヤ材料が少なくとも部分的に透過的であり、かつ／又は光散乱するものであるべき
ことを意味する。
【００５４】
　光学コード自体（例えば光学コードのモジュール）は、完全に又は部分的に異なる波長
を有する光と別々に交信するように設計されてもよい。特にそれに対応して、例えば異な
る励起波長、異なる吸収特性、異なる散乱特性又は照明機器の励起光のための幾つかの他
の方法において異なる光学特性を有する、光学コード又はモジュールのための材料を用い
ることが可能である。
【００５５】
　光学コードは様々な方法で光と交信することができる。それ故に光学コードは、例えば
少なくとも部分的に発光特性、すなわち例えばリン光特性及び蛍光特性を有してもよい。
このために光学コード、特に光学コードのモジュールは、好ましくは対応する染料、顔料
、蛍光物質または同様のものを有してもよい。代替的に又は追加的に、光学コード、特に
光学コードのモジュールは、励起光（例えば照明機器の励起光）及び／又は周辺光を励起
光と異なる波長を有する光に変換するように設計された、少なくとも一つの光コンバータ
を含んでもよい。つまり光コンバータは、例えばアップコンバータ又はダウンコンバータ
、すなわち光をより高いエネルギーの光又はより低いエネルギーの光に変換することがで
きるコンバータを含んでもよい。その光コンバータは同様に例えば、染料、顔料、蛍光物
質の形で又は類似する形で存在してもよい。このように例として光コンバータの励起が、
対応する励起光によってもたらされ得る。そしてこの励起は、コードの情報を読み取るた
めに、コードリーダ及び／又はイメージセンサによって検出され得る。
【００５６】
　さらなる好ましい発展は、コードの周囲、すなわち光学コードが適用される医療消耗品
の領域に関する。それ故に医療消耗品は、この領域に、特に励起光（例えば照明機器の励
起光）に対して、例えば拡散的な光伝導特性及び／又は透過特性を有するキャリヤ材料を
含んでもよい。特にキャリヤ材料はポリエステル（例えばメリネックス（Melinex））を
含んでもよい。キャリヤ材料、特にポリエステルは、さらに（例えば二酸化チタンで）ド
ーピングされてもよい。結果的に例として、キャリヤ材料において実質的に白い全体印象
（white overall impression）が生じ得る。そしてキャリヤ材料はそれにもかかわらず拡
散的な光散乱特性を有する。このように例として、コードにおいて均一な照明を確保する
ことができる。
【００５７】
　コード及び／又はコードのモジュールの取り得る構成と同様に、医療消耗品も光学コー
ドの領域に、キャリヤ材料を有するキャリヤを含んでもよい。そしてそのキャリヤはこの
領域に少なくとも一つの光コンバータをさらに含む。その光コンバータは、上記に従って
同様にアップコンバータ及び／又はダウンコンバータとすることができるが、特に励起光
を異なる波長を有する光に変換するように設計されてもよい。例えば励起光と異なる波長
を有する光が光学コードを実質的に均一に照らすように、キャリヤ材料内に光コンバータ
を均一に分布させてもよい。この場合「実質的に均一」は、コードの照明において均一な
照明からの逸脱が20%未満である、等方性の照明を意味すると理解されるべきである。
【００５８】
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　さらなる好ましい本発明の構成は、医療装置及び／又は医療消耗品の構成に関する。こ
のために、特に先行技術の記述において言及されている医療システムは、好ましい構成と
して適している。それ故に医療装置は、例えばサンプル（例えば液体のサンプル、特に体
液）中に少なくとも一つの検体を検出するための分析装置を備えてもよい。特に体液中の
代謝体（例えばグルコース、コレステロール及び／又は類似する代謝体）が検体として適
している。例として凝固物の検出も可能である。そして分析装置は、少なくとも一つのテ
スト素子、特にテストストリップ及び／又はテストテープの形で医療消耗品と交信するよ
うに設計されてもよい。この場合、個別のテストストリップ、あるいは上記で説明したよ
うに例えば対応するマガジン又は筐体に適合され得る、複数のテストストリップ及び／又
はテストテープは、医療消耗品として理解されるべきである。後者の場合、マガジン及び
／又は筐体にはそれに対応して光学コードが提供されてもよい。
【００５９】
　代替的に又は追加的に、医療システムは少なくとも一つの薬剤、特に医薬ポンプ（例え
ばインスリンポンプ）を測定するための測定機器も備えてもよい。この場合、消耗品は、
例えば測定機器が交信するカテーテル及び／又はカニューレ（両方の用語は以下の記載に
おいて同意語として用いられる）を含んでもよい。医療システムは、それに対応して例え
ばいわゆる「注入セット」として構成されてもよい。カテーテルは通常空気で満たされる
ように供給されるので、カテーテルから空気を少なくとも実質的に追い出すために、体の
上及び／又は中へ適用する前に、例えばインスリンの注入など、医療用の液体で洗い流す
ことを実行する必要がある。カテーテルを通じて洗い流すための対応する測定が行われる
ように、それぞれのカテーテルに固有の充填体積を手作業で測定機器（例えば測定ポンプ
）へ入力することができる。この洗い流すプロセスは「プライミング」と呼ばれる。しか
しながら上記で説明したように、プライミングのパラメータの手作業の入力は、例えばこ
の手作業の入力が誤って行われたり又は全く行われなかったりするので、危険に満ちてい
る。従って、例えば国際公開第WO2007/128144号に開示されるように、自動的なプライミ
ング（「自動プライミング」）が好ましい。従って本発明によると、コードリーダは、例
えばカテーテル又はカテーテルのパッケージに適用される光学コードからカテーテルの充
填体積に関する少なくとも一つの情報のコンポーネントを読み取るように、設計され、利
用されてもよい。自動プライミングはこのように大幅に単純化することができる。
【００６０】
　一般に、医療システムの残存する構成とは無関係に、コードリーダが光学コードから読
み取る情報は、取り得る情報のコンポーネントの複合体を含んでもよい。例として完全に
ではないが、情報は医療消耗品に関する、一群に特有の情報のコンポーネントを含んでも
よい。この場合、一群に特有の情報のコンポーネントは、一般に医療消耗品ごとに変化し
得る情報のコンポーネントを意味すると理解されるべきである。例としてこの情報のコン
ポーネントは、一群に関する情報のコンポーネント、医療消耗品の一群に特有の特別な特
徴に関する情報のコンポーネント、製造業者、ナンバー（例えばシリアルナンバー）、製
造パラメータ、医療装置の機能を医療消耗品の特定の群に適合させるための方法に関する
情報のコンポーネント又は同様のものを備えてもよい。代替的に又は追加的に、医療消耗
品の群のナンバーを包含してもよい。さらに同様に代替的に又は追加的に、医療装置と医
療消耗品の間の適切な交信のために医療装置により必要とされる、少なくとも一つの数学
的なパラメータ及び／又はパラメータセットを包含してもよい。さらに同様に代替的に又
は追加的に、日付及び／又は有効期限を包含してもよい。また同様に代替的に又は追加的
に、医療システムの利用者への指示（例えば何のタイプの医療消耗品が実際に用いられる
か及び／又はどのようにこの医療消耗品が扱われるべきかに関する情報のコンポーネント
）を包含してもよい。またこの指示は、例えば医療装置の指示機器（例えば視覚による及
び／又は聴覚による指示機器）によって、利用者に発せられてもよい。さらに同様に代替
的に又は追加的に、例として医療システムを用いて偽造に対する保護も実行され得るよう
に、製造者の情報のコンポーネントを包含してもよい。このように例として、致命的結果
をもたらし得る、偽造の医療消耗品、すなわち認可されていない製造業者が製造した医療
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消耗品の使用を防ぐことが可能である。この場合、例えば同様に医療システムは、医療シ
ステムの利用者に製造業者の情報について及び／又は偽造が存在する事実について情報を
提供し、かつ／又は他の適切な手段（例えば一つ以上の機能性の無効化及び／又は偽造の
消耗品の使用の文書化）を組み込むように設計されてもよい。さらに同様に代替的に又は
追加的に、その情報は較正の情報のコンポーネントも含んでもよい。そして較正の情報の
コンポーネントは、一般に例えば医療装置によって医療消耗品（例えばテスト素子）を用
いて得られた測定結果がどのように評価されるべきかに関する情報のコンポーネントを意
味すると理解されるべきである。この場合も先と同様に、群に特有の差異が考慮されても
よい。
【００６１】
　医療装置は特に携帯装置、すなわち利用者が輸送機器の補助なく手で持つことができる
装置として構成されてもよい。この場合、コードリーダの軽量性及びコンパクト性は利用
者にとって明らかに非常に有利な様式となる。携帯装置は少なくとも一つの電子的エネル
ギー貯蔵部、特にバッテリ及び／又は再充電可能なバッテリを備えてもよい。
【００６２】
　医療システムのタイプに関して、医療消耗品は多くの異なる方法で構成されてもよい。
また複数の異なるタイプの医療消耗品は医療システムと交信することが可能である。そし
て異なるコードリーダが異なる消耗品の光学コードのために用いられてもよく、又は同一
のコードリーダが異なるタイプの医療消耗品のために用いられてもよい。
【００６３】
　このように医療システムは、コードリーダが読み取ることができる少なくとも一つの光
学コードを有する少なくとも一つの医療消耗品を備え得る。そして医療消耗品は、例えば
一つ以上の、以下の消耗品、つまりサンプル中の少なくとも一つの検体を検出するための
テスト素子（特にテストストリップ及び／又はテストテープ）、サンプル中の少なくとも
一つの検体を検出するための少なくとも一つのテスト素子（特にテストストリップ又はテ
ストテープ）を受け入れるためのマガジン、患者の肌の表面に穴を生成するためのランセ
ット、患者の肌の表面に穴を生成するための少なくとも一つのランセットを受け入れるた
めのマガジン、薬剤のパッケージ（特にインスリンカートリッジ）、カテーテル又はカニ
ューレを含んでもよい。
【００６４】
　それ故に、医療消耗品は、例えばサンプル中の少なくとも一つの検体を検出するための
テスト素子（特にテストストリップ又はテストテープ及び／又はテストホイール及び／又
は折り畳み式のテスト素子）を含んでもよい。例として上記の先行技術の記述に対して参
照がなされてもよい。上記に示したように、テスト素子は例えば光学的テスト及び／又は
電気化学的テストを用いて、定量的及び／又は定性的な検体の検出を実施してもよい。個
別のテスト素子の代替として又はそれに加えて、このタイプの少なくとも一つのテスト素
子を受け入れるためのマガジンが提供されてもよい。そしてマガジンが消耗品として符号
化されてもよい。
【００６５】
　テスト素子の代替として又はそれに加えて、医療消耗品は、例えば患者の肌の表面に穴
を生成するためのランセット又はこのタイプの少なくとも一つのランセットを受け入れる
ためのマガジンも含んでもよい。さらに医療消耗品は、薬剤のパッケージ、特に液体の薬
剤のためのパッケージを含んでもよい。例としてその薬剤のパッケージはインスリンカー
トリッジを含んでもよい。さらに上記に示したように医療消耗品は、例えばカテーテルを
備えてもよい。
【００６６】
　上記の一つ以上の有利な実施形態に従った医療システムは、このタイプの周知の医療シ
ステムより優位な多数の利点を有する。特に携帯装置の場合に明らかに有利な方法となる
、コンパクト性及び軽量なシステムの構成について、特に既に言及がなされている。それ
故にコードリーダにおいて例えば1立方センチメートル以下の構造サイズを実現すること
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が可能である。
【００６７】
　さらに本発明に従ったソリューションは、サイズの大きい情報にも適している。その適
合性は、例えば20ビットから100ビットまでの情報のコンポーネントにおいて最適である
。例として、40ビットの有効情報並びに40ビットのチェック及び冗長情報、すなわちトー
タル80ビットの情報のコンポーネントを用いることが可能である。この場合、光学コード
の領域は例えば10 mm2から100mm2までとすることができる。結果として上記で述べたよう
に、第一に小さいデザインのコードリーダを実現し、又は使用することができる。さらに
それによって光学コードが適用される技術（例えばプリント技術及び／又は上記で言及し
た他の適用方法）においてなされる要求は減少し、また例えばよりコスト効率の良い製品
を可能にする。
【００６８】
　光学コードの照明は、非常に短い経路でもたらされ、それにもかかわらず照明の十分な
均一性を確保することができる。このように、信頼性のあるコードの読み取りが、確保さ
れ、医療システム全体の操作上及び取り扱い上の信頼性に寄与することができる。医療装
置は一つ以上のコントローラ（例えば一つ以上のデータ処理装置）を備えてもよい。そし
てそのコントローラは、イメージセンサによって記録された、完全な又は部分的な光学コ
ードの像の、対応する情報のコンポーネントへの変換を行い、この光学コードの情報のコ
ンポーネントを読み取ることができるようにする。コントローラはコードリーダに組み込
まれてもよく、又は医療装置の他のコントローラと（例えばとにかく、多くの医療装置（
例えばグルコース測定装置など）内に存在する中央コントローラと）完全に又は部分的に
結合してもよい。特に照明及び評価機能は単一のモジュール（例えばコードリーダの単一
のモジュール）に組み込むこともできる。そして医療消耗品において、コードリーダ自体
だけでなく光学コードを含むコードリーダも、比較的小さい構造スペース（例えば略1立
方センチメートルの構造スペース）を占めるように、この単一のモジュールは医療消耗品
、特にその光学コードの非常に近くにもたらされてもよい。
【００６９】
　コードリーダは完全に撮像系すなわちレンズ系（特にマイクロレンズ系）なしで、又は
曲面鏡又は同様のものなしで管理することが好ましい。光ファイバプレートによってイメ
ージセンサは好ましくは実質的に光学コード上に直接に置くことができるので、そのよう
な撮像系を光ファイバプレートの使用によって完全になくすことができる。これはまた構
造スペースの大幅な減少に寄与する。
【００７０】
　上記の一時的に分離された測定を可能とすることにより、例えばチャレンジ・レスポン
ス方式のパルスのスキームによって、光の状態が好ましくない場合でさえ測定が可能とな
る。それ故に、例としてパルス及び残存する光の測定を用いるパルスのスキームによって
、例として迷光の背景の問題（the problem of a stray light background）が低減する
ので、有効信号と雑音信号の比を向上することが可能である。それにより信号の品質及び
読み取られる情報の信頼性は向上する。
【００７１】
　さらに医療システムは符号化された情報のタイプを実質的に問題としない。上記で説明
したように、この情報は例えば群に特有の情報のコンポーネントを含んでもよい。符号化
された情報は、例えばバイナリのコード（特に二次元的）とすることができる。高い空間
解像度によって、光学コードにおける情報の高い記憶密度を確保することが可能となる。
【００７２】
　また上記で説明したように、コードリーダを用いた光学コードの評価は、複合の測定ス
キームの助けにもなり得る。それ故に上記に示したように、例えば一時的に分離測定のス
キームを用いることが可能である。代替的に又は追加的に、例えば複数の励起波長、複数
の励起波長、光学コードもしくはモジュールから生じる複数のレスポンスの波長又はこれ
らの方法の組み合わせを用いた、波長選択の測定スキームを用いることが可能である。代
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替的に又は追加的に、機械的構造（例えば、光学コードの領域における医療消耗品の表面
の、平らな、変形の、くぼんだ又は類似する機械的構造）を用いてコードを得ることもで
きる。
【００７３】
　さらに、医療システム、特にこの医療システムのコードリーダは、光学コードの照明に
関して高い柔軟性を有する。上記で説明したように、例としてこの照明のために照明機器
を用いてもよい。代替的に又は追加的に、異なる形で存在する光源（例えば周辺光）を利
用することもできる。例として照明は、医療消耗品を通して、消耗品の内部で拡散して、
光ファイバプレートを通して拡散して、光ファイバプレートのサイドから、光ファイバプ
レートを通して、イメージセンサを通して、又は以上のタイプの照明もしくは他のタイプ
の照明の組み合わせによって、完全に又は部分的にもたらされる。
【００７４】
　上記で記載されているように、医療システムの一実施形態において、照明はイメージセ
ンサを通してもたらされ得る。当業者にとって自明なように、この、イメージセンサを通
る照明の構成は、イメージセンサと照明機器との組み合わせが提供される、他の医療シス
テム又は他の医療装置にも適用することができる。この場合、これらの医療システム又は
医療装置は、コードリーダ又は光ファイバプレートを備えることを必ずしも必要としない
。
【００７５】
　コードリーダを備える医療システム及び医療装置と並んで、例えばイメージセンサを用
いてテスト素子を評価する医療装置が、ここに例として言及され得る。例えばそのテスト
素子は、サンプル（例えば体液）中の少なくとも一つの検体の定性的及び／又は定量的な
検出に適している少なくとも一つのテスト化学物質をもつ、少なくとも一つのテストフィ
ールドを備えてもよい。そのようなテスト素子は、例えばテストストリップとして先行技
術から十分に周知である。これらは一つ又は複数のイメージセンサを用いて評価されても
よい。例として、少なくとも一つのテストフィールドは、少なくとも一つの検体が存在す
るとき、色又は幾つかの他の光検出可能な特性を変えてもよい。従ってさらにこの場合又
は他の場合、一般にイメージセンサによって検査される物品に係る照明が、その物品がバ
ーコード、テストフィールド又は幾つかの他のタイプの物品であろうとなかろうと、ここ
で必要である。光とその物品との交信についてのさらなる可能なタイプを限定することな
く、その交信は例えば反射タイプ、透過タイプ又は励起タイプとすることができ、その物
品に当てられる光は、以下、励起光と称する。
【００７６】
　従って本発明のさらなる側面において、少なくとも一つの医療機能を実行するための医
療装置が提案される。この医療機能に係る取り得る構成又は医療装置の構成のために、例
として上記の記述に対して参照がなされてもよい。特に医療装置は、上記の一つ以上の構
成に従った医療システムにおいて用いることができる。しかしながら原理上、他の分野の
利用も可能である。
【００７７】
　医療装置は、複数のセンサを有する少なくとも一つのイメージセンサを備える。さらに
医療装置は、その一部に少なくとも一つの光源を有する少なくとも一つの照明機器を備え
る。光源は、少なくとも一つの物品、特に医療消耗品をイメージセンサを通して照らすよ
うに設計される。
【００７８】
　上記で説明したように、少なくとも一つの物品を様々な方法で構成することができる。
例として、医療消耗品、特に少なくとも一つのバーコードを有する医療消耗品としてもよ
い。しかしながら代替的に又は追加的に、その物品は、サンプル中に少なくとも一つの検
体を検知するように、特に体液中に少なくとも一つの検体を検知するように設計された少
なくとも一つのテストフィールドをもつ少なくとも一つのテスト素子としてもよい。様々
な構成が可能である。
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【００７９】
　イメージセンサを通る、その物品の照明は、様々な方法で実現され得る。そして前述と
同様に、例として医療システムに係る上記の記述、特にそこでイメージセンサ及び／又は
照明機器に係る記述に対して参照がなされてもよい。しかしながら他の構成も可能である
。それ故に例として、イメージセンサ自体は光源の励起光に対して少なくとも部分的に透
過的なものとすることができる。イメージセンサは、光源の励起光が通過できる複数の穴
を有してもよい。代替的に又は追加的に、イメージセンサは光源の励起光に対して少なく
とも部分的に透過的な材料を有してもよい。イメージセンサは、特にバンドギャップを有
する半導体材料を有してもよい。そして光源はバンドギャップより低いエネルギーを有す
る光を放射するように設計される。
【００８０】
　従って光ファイバプレートの使用とは無関係に、イメージセンサを通る、物品の照明は
、第一にその物品に係る又は少なくともその物品の領域と関連のある（例えばテストフィ
ールド）、可能な限り十分に、かつ好ましい均一な照明を実現する可能性を提供する。
【００８１】
　本発明のさらなる詳細及び特徴は、独立請求項とともに以下の好ましい例示的実施形態
に係る記述から明らかになるであろう。この場合、それぞれの特徴は、それら自体によっ
て又は複数を相互に組み合わせたものとして認識される。本発明は例示的実施形態に限定
されるものではない。例示的実施形態は図面において概略的に図示される。この場合、個
別の図における同一の参照数字は、同一もしくは機能的に同一の要素又はそれらの機能に
関して相互に対応する要素を指定する。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明に従った、血糖測定装置をもつ医療システムの第１の例示的実施形態を示
す図である。
【図２】インスリンポンプ及び注入セットをもつ医療システムの第２の例示的実施形態を
示す図である。
【図３】従来のバーコードリーダの概略の構造を示す図である。
【図４】本発明に従った、透過光の照明をもつコードリーダの第１の例示的実施形態を示
す図である。
【図５Ａ】図４において用いられる光ファイバプレートの、異なる詳細な説明図である。
【図５Ｂ】図４において用いられる光ファイバプレートの、異なる詳細な説明図である。
【図６】サイドから光ファイバプレートの中への光の結合をもつコードリーダの、図４の
代替となる第２の例示的実施形態を示す図である。
【図７】吸収性の光学コードの場合の、テストストリップの中への光の結合をもつコード
リーダの例示的実施形態を示す図である。
【図８】蛍光性の光学コードの場合の、テストストリップの中への光の結合をもつコード
リーダの例示的実施形態を示す図である。
【図９Ａ】イメージセンサを通して光の結合をもつコードリーダの例示的実施形態を示す
図である。
【図９Ｂ】イメージセンサを通して光の結合をもつコードリーダの例示的実施形態を示す
図である。
【図１０】冗長的な光学コードの例示的実施形態を示す図である。
【図１１】取り得る一時的な分離測定スキームの例示的実施形態を示す図である。
【図１２】位置決め機器をもつコードリーダの例示的実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００８３】
　図１及び図２には本発明に従った医療システム１１０の二つの異なる実施形態が例とし
て図示される。これらの医療システム１１０は、それぞれ医療システム１１０のメイン機
能に係る、実際の機能を担う手段である医療装置１１２を備える。この場合、例として、
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図１の例示的実施形態では医療装置１１２は血糖測定装置１１４として構成され、一方、
図２に従った例示的実施形態の医療装置１１２はインスリンポンプ１１６として構成され
る。特に医療装置１１２は利用者と交信できるように構成され得る。例として、入力手段
１１８により利用者が医療装置１１２の機械的及び／又は電気的な機能の操作を可能にす
ることができる。さらに例えば測定値、設定パラメータ又は他の情報の利用者への提示を
可能とする出力手段１２０（例えば一つ以上のディスプレイ）が提供され得る。従って医
療装置１１２は、利用者に関する医療システム１１０の実際の「インタフェース」を構成
することができる。
【００８４】
　加えて、医療システム１１０は、一つ以上の医療消耗品１１２を備える。図１に図示さ
れた医療システムの場合、血糖測定装置１１４が、例えばテスト素子１２４と相互に交信
する。例としてテスト素子１２４が図１の二つの実施形態に示される。参照数字１２６で
指定される上側の実施形態は平らで細長い形を有する硬いテスト素子を示し、一方、図１
の下側の実施形態はテストストリップ１２８を示す。図１に図示された血糖測定装置１１
４は一般にテストストリップ１２８を用いるために設計されるが、他のタイプのテスト素
子（例えばテスト素子１２６）を用いてもよい。
【００８５】
　両方のテスト素子１２４は、体液のサンプルをテスト素子１２４に塗りつけることがで
きる塗布位置１３０を有する。これは、血糖測定装置１１４の中に、あるいは異なるシス
テムにおいては血糖測定装置の外側に、テスト素子１２４が導入されているときにもたら
され得る。血糖測定装置１１４は、テスト素子１２４が導入穴１３２の中へ正しく挿入さ
れている場合に、テスト素子１２４と血糖測定装置１１４の交信を可能にするように、位
置決め機器１３４としての機能を同時に果たす導入穴１３２を有する。
【００８６】
　塗布位置１３０に塗りつけられるサンプルの評価は、例えば光学的に又は電気化学的に
行うことができる。テストストリップ１２８の場合、例えば電極接触部１３６がこのため
に提供され、テストストリップ１２８が血糖測定装置１１４の中へ挿入されているときに
血糖測定装置１１４によってその電極接触部との接触がなされる。
【００８７】
　テスト素子１２４は一群ごとに変化し得るので、テスト素子１２４上に光学コード１３
８を適用することが提案される。図示された例示的実施形態では、その光学コード１３８
は単に象徴的に指し示されるものであり、例えば二次元バーコードとして構成することが
できる。コードは、例えば5×7の最小ユニットで構成される35bitのコードとすることが
できる。その最小ユニットはモジュール１４０とも呼ばれる。図示された実施形態におい
ては、例えば「白」又は「黒」とすることができる、これらの最小ユニットは、例えばバ
イナリ形式の実際の情報を含む。例えば黒と白の間の中間レベルすなわちグレーレベル又
は対応する色のグラデーションを用いることにより、代替的な構成とすることも可能であ
る。黒、白、グレー及び色という用語は、それに対応して300nmから3000nmの全波長帯に
おいて類似的に適用される。
【００８８】
　光学コード１３８の相手として、血糖測定装置１１４の形をした医療装置１１２は、単
に図１に示されるコードリーダ１４２を備える。テスト素子１２４が位置決め機器１３４
の中に挿入されたとき（静的な測定）、又はテスト素子の挿入の間に（動的に）、固定位
置においてコードリーダ１４２が光学コード１３８を読み取ることができるように、その
コードリーダ１４２は例えば血糖測定装置１１４の筐体の中の導入穴１３２の近くに配置
される。例として、そのコードリーダ１４２は5×7ピクセル用のコードリーダとすること
ができる。コードリーダの例示的実施形態は以下により詳細に記述される。
【００８９】
　図１に従った例示的実施形態の場合、テスト素子１２４が、直接、光学コード１３８が
適用される医療消耗品１２２とみなされるべきである。しかしながら代替的に又は追加的
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に、光学コード１３８は、例えばテスト素子１２４のパッケージの形をした医療消耗品１
２２上に配置されてもよい。この場合、コードリーダ１４２は、例えば完全に又は部分的
に、血糖測定装置１１４の筐体の外側に取り付けられ、例えばそのパッケージ上の光学コ
ード１３８を読み取るように設計されたコードリーダとして構成されてもよい。
【００９０】
　図２に示される医療システムの場合の例のために、医療消耗品１２２の三つの異なる実
施形態が図示される。このように第一に、医療消耗品１２２としてインスリンカートリッ
ジ１４４を構成することが可能である。この場合も、光学コード１３８（図２には図示さ
れず）をそのインスリンカートリッジ１４４に適用することができる。しかしながら代替
的に又は追加的に、インスリン供給用に一次カートリッジを用いることも可能である。そ
してインスリンはその一次カートリッジからインスリンカートリッジ１４４の中へ運ばれ
る。この場合、例としてインスリンがインスリンカートリッジ１４４自体の中へ運ばれる
一次カートリッジ又はそのパッケージは、光学コード１３８を用いて符号化され、それに
より医療消耗品１２２として作用し得る。
【００９１】
　加えて図２には注入セット１４６の形をした医療消耗品１２２が図示される。この注入
セット１４６は、インスリンポンプ１１６のアダプタ１５０と結合することが可能なホー
スカニューレ１４８と、また体内組織の中へ挿入するための実際のカニューレ１５２を含
む。上記に示したように、注入セット１４６全体又はその一部の充填体積は、インスリン
ポンプ１１６による「プライミング」のために必要とされる必須のパラメータを構成する
。このために例として、同様に医療消耗品１２２とみなすことができる、注入セット１４
６自体又はそのパッケージ１５４上に、前述と同様に光学コード１３８を提供することが
可能である。インスリンポンプ１１６がプライミングのプロセスのために充填体積に関す
るこれらの情報のコンポーネントを利用できるように、インスリンポンプ１１６はコード
リーダ１４２を用いて、前述と同様にこの光学コードを読み込むことができる。このよう
にして他のタイプの情報のコンポーネントも伝送することができる。コードリーダ１４２
は、図２のインスリンポンプ１１６の筐体の一端に象徴的に配置され、情報を読み取るた
めに、例えばパッケージ１５４及び／又は注入セット１４６上の光学コード１３８の上に
セットすることができる。
【００９２】
　図３には、先行技術に対応するコードリーダ１４２の例が図示される。コードリーダ１
４２は、図３では分離した形で図示されないが、複数の個別のセンサを有するイメージセ
ンサ１５６を備える。例としてこれらの個別のセンサは、一次元又は二次元の形で配置す
ることができる。イメージセンサは、例えばフォトダイオードのアレイとして、ＣＣＤチ
ップとして、ＣＭＯＳチップとして、有機光検出器（ＯＰＤ）として、又は類似した方法
で構成することができる。イメージセンサ１５６は、特にセンサ回路基板１５８上に配置
することができる。
【００９３】
　先行技術に従ったコードリーダ１４２は、光源１６０（例えば一つ以上の発光ダイオー
ド）をさらに備える。この光源１６０は、照明光１６２で医療消耗品１２２上の光学コー
ド１３８を照らす役割を果たす。光学コード１３８とのその照明光１６２の交信のタイプ
に応じてその照明光は励起光として機能してもよい。そして交信のタイプと無関係に、両
方の用語は本発明の本文中において同意語として用いられる。
【００９４】
　このようにして照らされた光学コード１３８は、図３において個別のレンズの形で象徴
的に図示される撮像系１６４を用いて、イメージセンサ１５６のアクティブなセンサ面１
６６の上に撮像される。この像は、例えばレンズ又はレンズ系などの撮像光学素子を用い
てもたらされる。
【００９５】
　図３に従った先行技術に対応するコードリーダ１４２の場合、（図３においてＤで指定
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される）多大な距離がコードリーダ１４２又は電子回路基板１５８と医療消耗品１２２の
間に必要とされる。これは、第一に照明光１６２が横方向に光学コード１３８の表面に作
用する必要があるという事実によるものである。そしてその表面は均一に照らされなけれ
ばならない。また撮像系１６２は照明光１６２を妨げてはいけない。さらに最小距離は、
一般にはかなりの量のミリメートルの距離であるが、後者は光学撮像の法則（the optica
l imaging lows）を満たす必要があるので、撮像系１６４により付随して抑制される。さ
らに撮像系１６４の要求はコードリーダ１４２のコストをかなり上昇させる。従って図３
に従ったコードリーダ１４２は全体に、例えば図１又は図２に従ったポータブル医療装置
１４２のコスト面及び構造スペース面の点で、幾つかのデメリットにより悩まされる。
【００９６】
　一方、図４は本発明に従ったコードリーダ１４２の第１の例示的実施形態を示す。この
コードリーダの場合、以下において実施可能なさらなる実施形態を制限することなく、先
と同様に、テストストリップ１２８と想定される医療消耗品１２２が用いられる。
【００９７】
　この例示的実施形態では、テストストリップ１２８は、光学コード１３８が適用される
キャリヤ材料１６８を備える。しかしながら図３に従った例示的実施形態とは異なり、図
４に従った発明による構成の場合、好ましくはいかなる撮像系１６４も用いられず、光学
コード１３８は、光ファイバプレート１７０上に置かれるか、又はそのファイバプレート
１７０の真正面に位置付けられる。選択的に一つ又は複数の中間層も提供されてもよいが
、同様にこの光ファイバプレート１７０は、イメージセンサ１５６の真上に配置されるか
、又はそのイメージセンサ１５６上に置かれる。同様にイメージセンサ１５６は、例えば
センサ回路基板１５８上に配置され、例えば図３に記載された方法で構成されてもよい。
【００９８】
　テストストリップ１２８のキャリヤ材料１６８は、完全に又は部分的に少なくとも照明
光１６２に対して部分的に透過的である材料から製造される。この例示的実施形態では、
オプショナルの照明回路基板１７４とともに照明機器１７２の構成要素である光源１６０
は、テストストリップ１２８の背後側、すなわち光学コード１３８から遠い、テストスト
リップ１２８のサイドに配置される。照明光１６２は、キャリヤ材料１６８を貫通し、光
学コード１３８と交信する。これは様々な方法でもたらすことができる。例として影の像
が生じるように、光学コード１３８の材料は照明光１６２を吸収してもよい。しかしなが
ら代替的に又は追加的に、光学コード１３８の材料は、発光性（例えば蛍光性）のものと
して構成され、ルミネッセンス光を放射するように光学コードを励起してもよい。前述と
同様に代替的に又は追加的に、照明光１６２は、例えばキャリヤ材料１６８、ルミネッセ
ンスコンバータ又はそのキャリヤ材料１６８に用いられて二次照明光１６２を生成する染
料と交信することもでき、同様に光学コード１３８を後ろから照らすことができる。最後
にこれは、例えば照明光１６２をより均一にするために用いてもよい。
【００９９】
　図示されたそれぞれの場合、光学コードの像は光学コード１３８の表面に生じ、その像
は知覚できる。光学コード１３８の像は光ファイバプレート１７０を通してイメージセン
サ１５６のアクティブなセンサ面１６６に導かれる。
【０１００】
　例として図５Ａ及び図５Ｂには、光ファイバプレート１７０が、その構造及びそのよう
な素子の機能的原理を明らかにする目的に基づいて、それぞれ区分された側面図及び部分
的な平面図で図示される。光ファイバプレート１７０は非常に多数の光ファイバ１７６を
備える。そしてその光ファイバ１７６は、図５Ｂにおいて識別することができるように、
相互に平行に極めて高密度にパックして配置されることが好ましい。これらの光ファイバ
１７６は相互に、融合され、または接着により結合される。この場合ファイバコア１７８
は、好ましくは静止した状態で相互に完全に離され、共有母体（common matrix）１８０
に組み込まれるだけでもよい。この母体１８０は、例えばファイバコア１７８の間の隙間
にあるオリジナルの個別の光ファイバ１７６のクラッディング（ファイバクラッディング
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）で構成される。
【０１０１】
　図５Ａで識別されるように、光ファイバ１７６は、少なくとも相互に略平行に向けられ
ることが好ましい。そしてその方向は、例えば光ファイバプレートの二つの表面１８４、
１８６に対して垂直である。これらの二つの表面はコード側表面１８４及びセンサ側表面
１８６を含む。
【０１０２】
　曲面又はレンズ系における光の屈折に基づく撮像系とは異なり、光ファイバプレート１
７０は、光ファイバ１７６における全内部反射により、コード側表面１８４からセンサ側
表面１８６への又はその逆の光の伝送に基づくものである。しかしながらこれは、コード
側表面１８４の真正面に配置される物品（例えば光学コード１３８の像）は、単純な方法
で光ファイバプレート１７０を通してセンサ側表面１８６へ実質的に伝送されることを意
味する。これは、コード側表面１８４の真正面に配置される点放射体（a point emitter
）は、光ファイバ１７６によって、センサ側表面１８６上に位置する実質的な点放射体へ
変換されるという事実によって説明することができる。光学コード１３８の像は少なくと
も概念的にそのような点放射体で構成することができるので、これはその像がコード側表
面１８４に又はコード側表面１８４の真正面に配置されると、センサ側表面１８６上の像
へ実質的に変換されるということを意味する。
【０１０３】
　さらに図５Ａには、光学コード１３８と光ファイバプレート１７０の間の望ましい空間
がどのように構成されるかが図示される。このようにそれぞれの光学コード１３８は、図
１を参照して説明されたように最小光ユニットとしてモジュール１４０を有する。図５Ａ
のa1によって指定される、光ファイバプレート１７０又はそのコード側表面１８４と光学
コード１３８の間の距離は、図５Ａのa2によって指定される、隣接したモジュール１４０
の中間点の間の距離より小さいことが好ましい。
【０１０４】
　さらに図５Ａは、イメージセンサ１５６と光ファイバプレート１７０の構造の間の好ま
しい関係も象徴的に示す。上記の通り、イメージセンサ１５６は複数のセンサ１８８で構
成され、図５Ａで示されるように例えば直線的に又は二次元の母体内に配置することがで
きる。光ファイバプレート１７０は、このタイプのセンサ１８８ごと及び次元ごとに、こ
のタイプの少なくとも三つの光ファイバ１７６が提供されるような方法で構成されること
が好ましい。従って二次元の配置の場合、九つの光ファイバ１７６が最小数であることが
好ましい。光ファイバ１７６の数のさらなる増加は、読み取り品質の向上をもたらす。上
記で説明したように、光ファイバ１７６は100μmより小さい直径d（図５Ｂを参照）を有
するのが好ましい。
【０１０５】
　図４に従ったコードリーダ１４２の例示的実施形態は、医療消耗品１２２の背後側に照
明機器１７２の配置を必要とする。これは、テストストリップ１２８を照明機器１７２と
センサ回路基板１５８の間に挿入することができるので、例えばテストストリップ１２８
が血糖測定装置１１４の中へ挿入されているときに認識することができる。しかしながら
多くの場合、照明機器１７２及びセンサ回路基板１５８は、通常一つのユニット、例えば
単一の電子組立部品を形成する必要があるので、この配置は不利である。これにより図４
に従った配置では苦労することが単に理解され得る。
【０１０６】
　図６から図９には、上記の構造を実現し、照明機器１７２により光学コード１３８の照
明が、医療消耗品１２２においてイメージセンサ１５６による検出と同じサイドから、実
質的にもたらされる、コードリーダ１４２の例示的実施形態が対応して図示される。
【０１０７】
　図６は、前述と同様に光ファイバプレート１７０がイメージセンサ１５６上に直接又は
ほんの短い距離に位置する例示的実施形態を示す。光源１６０（例えば前述と同様に発光
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ダイオード）は、イメージセンサ１５６に対して側面にそって、光ファイバプレート１７
０のエッジ及び／又はその切り抜き部に提供される。その光源１６０は、光ファイバプレ
ート１７０の中へ横方向に、すなわち光ファイバプレート１７０の中の光ファイバ１７６
の長手方向に少なくとも略垂直に、従ってイメージセンサ１５６の観測方向に、照明光１
６２を放射する。光ファイバプレート１７０全体及びそれ故にその真上に配置された光学
コード１３８も照らされるように、例としてその照明光１６２は、クラッディング１８２
及び／又は光ファイバプレート１７０の母体１８０を貫通することができる。選択的に又
は追加的に、照明光１６２は、医療消耗品１２２のキャリヤ材料１６８の中も貫通しても
よい。そしてそのキャリヤ材料１６８は、例えば前述と同様に、透過的に又は少なくとも
部分的に光散乱特性をもつように構成される。それに応じて、光学コード１３８による反
射光及び／又は光学コード１３８の透光の検出、すなわち伝送された光の検出が行われる
。上記で説明したように選択的に又は追加的に、光学コード１３８又はそのモジュール１
４０は、例えばルミネッセンス特性、変換特性又は同様のものなどの光特性を有してもよ
い。このために、例として発光インクがプリントにより適用され、染料のレーザ変換がも
たらされ、又は同様のものがもたらされる。照明光１６２を拡散的に伝導する特性を有す
るキャリヤ材料１６８として、例えばポリエステルを用いることができる。そしてそのキ
ャリヤ材料１６８には、原理上、キャリヤ材料１６８が静止した状態で白い印象を伝える
ように、ドーピング（例えば二酸化チタンのドーピング）が提供され得る。
【０１０８】
　図６に図示された例示的実施形態において、本発明に従った他の構造にもあるように、
一つ又は複数の追加の要素も提供され得る。特に一つ又は複数のフィルタ（例えば干渉フ
ィルタ及び／又はカットオフフィルタ）が提供され得る。このように例として、光学コー
ド１３８から出現する実際の検出光から照明光１６２を分離するように、イメージセンサ
１５６と光ファイバプレート１７０の間にフィルタを提供することができる。最後に特に
これは、スペクトル的に照明光１６２と異なる検出光を放射するために、光学コード１３
８又はそのモジュール１４０又はそのモジュール１４０のために用いられるインク又は色
を照明光１６２によって励起する場合に有利である。イメージセンサ１５６により記録さ
れた信号のコントラストと信号対雑音比は、このようにして大幅に向上することができる
。
【０１０９】
　原理上、図６と類似するコードリーダ１４２の例示的実施形態が図７に図示される。前
述と同様に、光源１６０は光ファイバプレート１７０に平行して側面にそって配置される
。しかしながら図６に従った例示的実施形態とは異なり、この例示的実施形態では実質的
に照明光１６２の光ファイバプレート１７０へのサイドからの結合がない。そしてそれは
、例えばこれらの光源１６０の幾何学的方向及び／又は指向性によって、かつ／又は付随
するシールド素子（例えば光ファイバプレート１７０の側端に係る遮光（light-opaque）
の（例えば黒くすることによる）着色）によって実現することができる。
【０１１０】
　この場合、照明光１６２は医療消耗品１２２のキャリヤ材料１６８内で散乱される。そ
してそのために前述と同様に、そのキャリヤ材料は適宜に構成され得る。この散乱は不変
の波長でもたらされ、又は波長変換特性を有する散乱中心を提供することができる。例と
して先と同様に、キャリヤ材料１６８に二酸化チタン粒子が提供されてもよい。そしてそ
のキャリヤ材料１６８は、例として透過性のプラスティック（例えば前述と同様にポリエ
ステル（例えばメリネックス））を含んでもよい。前述の散乱中心の散乱特性のために、
キャリヤ材料１６８の母体材料に不均一な強度分布が生じる。このようにして光学コード
１３８は背ろから照らされ、光学コード１３８の例えば黒と白のモジュール１４０の間に
要求されるコントラストを生成する。しかしながらこの吸収性の検出に代替して又はそれ
に加えて、前述と同様に照明光１６２により光学コード１３８の励起（例えば前述と同様
にルミネッセンスのための励起）がもたらされてもよい。また吸収性の像の記録に代替し
て又はそれに加えて、例えばイメージセンサ１５６のスペクトル分離によって、このスペ
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クトル的に変化した検出光を記録してもよい。
【０１１１】
　図８にはコードリーダ１４２のさらなる例示的実施形態が図示される。そして前述と同
様にそのコードリーダ１４２は、大部分は図７の記載により参照がなされるように、構造
に関して図７に従った例示的実施形態に類似する。この場合も前述と同様に、照明光１６
２が光ファイバプレート１７０へ横方向に結合することがないことが好ましく、むしろ医
療消耗品１２２のキャリヤ材料１６８への光の結合のみがあることが好ましい。
【０１１２】
　図８に示された例示的実施形態は、背景光の抑制に関して図７に従った例示的実施形態
を超える有利な点を有する。このために光学コード１３８又はそのモジュール１４０又は
そのモジュールのために用いられるインク又は色によってその特性に関してスペクトル的
に変化した照明光１６２が用いられる。例として励起光を構成する短波光が用いられる。
この励起光１６２によって、例えば光学コード１３８の色又はインクにおいてルミネッセ
ンスが励起され得る。例えばストークの変化（Stokes shift）のために、励起光１６２よ
り短い波長を有するこのルミネッセンス光は、適切なスペクトル選択素子を用いて励起光
１６２から分離される。このために例として図８に従った構造の場合、フィルタ１９０が
光ファイバプレートとイメージセンサ１５６の間に提供される。そしてそのフィルタは少
なくとも実質的に検出光を伝達することができるが、少なくとも実質的に励起光１６２を
抑制する。そのフィルタ１９０は、例えば光ファイバプレート１７０とイメージセンサ１
５６の間に直接に提供される。しかしながら代替的に又は追加的に、他の配置も可能であ
る。フィルタ１９０の厚さによってイメージセンサ１５６における像の品質を低下させな
いように、フィルタ１９０の厚さはほんの数百μm以下が好ましい。例としてイメージセ
ンサ１５６又はそのアクティブなセンサ面１６６に直接フィルタのコーティングをしても
よい。代替的に又は追加的に、イメージセンサ１５６自体又はそのセンサ１８８自体は、
例えば検出光の範囲でのみ検出すべきスペクトル感度のスペクトル選択特性を備えてもよ
い。
【０１１３】
　またさらに、光学コード１３８にとって蛍光インクを用いる一つの有利な点は、光学コ
ードを少なくとも実質的に利用者に見えないように作ることができるという事実にある。
またそれ故に、光学コード１３８は、利用者又は医療消耗品１２２の偽造者の可能性のあ
る者によって直接識別されないので、偽造に対する保護のために用いることができる。
【０１１４】
　図９Ａには、代替として又は追加的に実現され得る第３の照明のコンセプトに従う、コ
ードリーダ１４２のさらなる例示的実施形態が概略的に図示される。図４においては背後
側の変換照明がもたらされ、図６から図８においては側面にそった照明がもたらされる一
方、図９Ａに従った例示的実施形態は、光ファイバプレート１７０を直接通る照明光１６
２をもたらす照明を含む。そしてその照明は光ファイバ１７６の長手方向に略平行にもた
らされる。図示された例示的実施形態において、これは、イメージセンサ１５６が照明光
１６２に対して少なくとも実質的に透過的であるように構成されるという事実に基づいて
実現される。例としてこれは、バンドギャップをもつ半導体材料をもつイメージセンサ１
５６又はそのセンサ１８８に基づいてもたらされ得る。イメージセンサ１５６内で照明光
１６２の無視できるほどの吸収のみが起こるように、そのバンドギャップに対応する波長
より長い波長を有するように照明光１６２を選択することができる。そしてキャリヤ材料
１６８及び／又は光学コード１３８の材料において光変換材料を提供することができ、そ
の光変換材料はこの長波照明光１６２を、対応する短波検知光に変換する。そしてその短
波検知光は、前述と同様にイメージセンサ１５６によって認識され得る。
【０１１５】
　照明光１６２がイメージセンサ１５６の材料を直接貫通する、図９Ｂに記載された実施
形態に代替して又はそれに追加して、イメージセンサ１５６は特に光の通過のために構成
される領域も備えてもよい。これは大部分が図９Ａに対応する図９Ｂに例のために図示さ
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れ、構造の記述において大部分が上記の図９Ａの記述を参照することができる。
【０１１６】
　このようにイメージセンサ１５６において光を透過する領域は、様々な方法で構成する
ことができる。例としてこれらの領域は、照明光１６２が貫通できる、イメージセンサ１
５６における対応する穴によって実現することができる。代替的に又は追加的に、図９Ｂ
に従った例示的実施形態において図示されるように、イメージセンサ１５６において、光
の通過が起こり得るコーティングされていない領域を提供してもよい。最後にこれは例え
ば、透過性のキャリヤ（例えばガラス板）上に相互に離されるように配置された、数々の
センサ１８８により実現され得る。そして励起光１６２は、少なくとも実質的に妨げられ
ないように、個々のセンサ１８８の間の隙間を通過することができる。様々な他の構成が
可能である。そして前述と同様に、照明光１６２は様々な方法で光学コード１３８と交信
することができる。例としてここでは反射、吸収、ルミネッセンス励起又は同様のものが
言及され得る。
【０１１７】
　個々のセンサ１８８の間の隙間に関して、とにかくこれらが多くのイメージセンサ１５
６に存在するかについては議論の余地がある。センサ１８８によって形成されるアクティ
ブなセンサ面１６６の割合とアクティブなセンサ面１６６全体の比率は一般に充填要因（
filling factor）と呼ばれる。構造上の影響により、この充填要因はイメージセンサ１５
６の大部分において100%未満の値を有する。本発明に関して、これは許容範囲が与えられ
るだけでなく、意図的に悪用される可能性もある。それ故に例として電子機器の少なくと
も一部が、センサ１８８の間の隙間に予め配置されていてもよい。例としてこれは、セン
サ１８８の信号の評価のために要求される電子機器（例えばトランジスタ電子機器、増幅
器、ダイオード又は上述のものの組み合わせ及び／又は他の素子）の一部とすることがで
きる。またこれらの電子機器は、少なくとも部分的に透過的であるように構成することが
できる。従ってこの場合、電子機器の少なくとも一部はアクティブなセンサ面１６６（例
えばセンサ１８８も配置されている同一の層の面）の上及び／又は直下に予め配置されて
いてもよい。結果として、例として前述と同様に、イメージセンサ１５６の構造上のサイ
ズ全体を減少することができ、よりコスト効率の良いイメージセンサ１５６（例えば半導
体のイメージセンサ）を用いることができる。例として、略25%の充填要因を有するイメ
ージセンサ１５６を用いることができる。特に発光効率がより低い、低い充填要因のデメ
リットは、例えばカメラシステムと同様にイメージセンサ１５６の範囲において明らかに
なっていない。またこの点において、比較的低い充填要因には許容範囲が与えられてもよ
い。一般に例として、上記の通りイメージセンサ１５６としてＣＭＯＳ構造を用いること
ができる。
【０１１８】
　図９Ａ又は図９Ｂに従った配置の場合、例としてセンサ回路基板１５８に穴１９２を備
えてもよい。そしてその穴１９２へ、照明機器１７２の一つ又は複数の光源１６０は投光
する。少なくとも一つの光源１６０又はこのタイプの光源がイメージセンサ１５６の後ろ
に配置される、他の構成も可能である。
【０１１９】
　本発明に関して、光学コード１３８の完全な像がアクティブなセンサ面１６６の上に撮
像されると好ましい。このために例として、アクティブなセンサ面１６６に適切なサイズ
を備えてもよい。しかしながら代替的に又は追加的に、原理上は拡大又は縮小特性をもつ
光ファイバプレート１７０を構成することもできる。像の縮小のために、例として光ファ
イバプレート１７０のセンサ側表面１８６上の光ファイバ１７６の密度をコード側表面１
８４と比べて変えてもよく、例えば好ましくは光ファイバ１７６の全数は同じにしたまま
、センサ側表面１８６上の光ファイバ１７６の密度をコード側表面１８４上の光ファイバ
１７６の密度より小さくしてもよい。原理上、光ファイバプレート１７０の、拡大し又は
同様に縮小する上記の構成は、本発明に関して記載されるアプリケーション以外のアプリ
ケーションでも考えられる。しかしながらこのように本発明に関して、例えば本発明に関
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して記載されるアプリケーションが最適に利用され、それ故に構造上のサイズ及びコスト
がそれぞれ小さくかつ低いままとなるように、光学コード１３８の領域は、例えば光ファ
イバプレート１７０のサイズに適合させてもよい。
【０１２０】
　しかしながら代替的に、イメージセンサ１５６を用いて光学コード１３８の一部のみを
検出することも可能である。この場合、特に光学コード１３８において冗長な情報で構成
されることが好ましい。そのような構成の一例が図１０に図示される。この例示的実施形
態では、光学コード１３８は、繰り返しの、同一のコードユニット１９４を有する。これ
らのコードユニット１９４は、それぞれの場合において、検出され得るモジュール１４０
の同じパターンで構成される。このように、たとえイメージセンサ１５６が光学コード１
３８からの抜粋（好ましくは少なくとも一つの完全なコードユニット１９４を含む抜粋）
のみを検出しても、光学コード１３８に含まれる情報を読み取ることが可能である。
【０１２１】
　また一般に、光学コード１３８に含まれる情報の評価は、光学コード１３８の構成とは
関係なく、コードリーダ１４２において完全に又は部分的に行われてもよい。このために
例として、イメージセンサ１５６に、予め光学コード１３８の部分的又は完全な評価を可
能とする、それ自身の知性を備えてもよい。例として、フィルタ、イメージ認識アルゴリ
ズム又は同様のものをイメージセンサ１５６に予め組み込んでもよい。原理上、より大規
模な評価も可能である。代替的又は追加的に、コードリーダ１４２は、そこに含まれる少
なくとも一つの情報のコンポーネントを得るために、さらに完全に又は部分的に光学コー
ド１３８の評価を実現する追加の電子部品を備えてもよい。これらの追加のコンポーネン
トは、例えば同様にセンサ回路基板１５８上に配置されてもよく、又は分離して配置され
てもよい。前述と同様に代替的又は追加的に、さらなる評価が医療装置１１２の制御ユニ
ット（例えば血糖測定装置１１４又はインスリンポンプ１１６の中央制御ユニット）によ
って行われてもよい。様々な構成が可能である。
【０１２２】
　上記の例示的実施形態において、照明機器１７２を用いた光学コード１３８の照明は、
常に静的であるとみなされている。しかしながら必ずしもそうではなく、むしろ代替的又
は追加的に、一時的に分離する照明及び／又は計測がもたらされ得る。そのような動的な
又は一時的に分離する測定スキームの一例示的実施形態が、図１１に象徴的に示される。
多数のさらなる測定スキームが可能である。
【０１２３】
　図１１では、時刻tに対して照明光１６２の強度Iがプロットされる。図１１から、時刻
t0において強度I0をもつ照明パルス１９６が放射されることを認識することができる。図
１１に破線の形で示されるように、その照明パルス１９６は、例えば照明パルス１９６の
存在する持続期間Δtより長く続く残存光（persistence）１９８において光学コード１３
８の染料を励起することができる。例として、その残存光１９８はルミネッセンス又はこ
こではより明確にはリン光を含んでもよい。
【０１２４】
　そして時刻t0＋t1（t1はΔtより大きい）において、イメージセンサ１５６を用いて残
存光１９８の形で検出光の問い合わせをすることができる。これは、例えば照明パルス１
９６によって始動する、イメージセンサの電子駆動部の対応する「ゲート」により行われ
てもよい。図１１には図示されないが、イメージセンサ１５６が十分な量の検出光を記録
できるように、前述と同様にこの像の記録もある持続期間を超えて行われてもよい。この
ように、励起反応の測定方法によって、図１１に示される一時的な測定スキームによって
、照明光１６２を残存光１９８の形で検出光から分離することができ、結果として信号対
雑音比及びバックグラウンド抑制の大幅な向上が得られる。
【０１２５】
　また測定方法は、繰り返し実行されてもよく、同様に図１１に示される。このようにt1
より大きいt2において、照明パルス１９６は例えば周期的に繰り返され得る。このように
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、固定する（lock-in）方法によって周波数選択的な評価を実現することもできるように
、例えば周期的に測定スキームを実行してもよい。
【０１２６】
　図１２には、図４、図６から図８、図９Ａ及び図９Ｂに代替し、概略図で位置決め機器
１３４の取り得る例を示す、コードリーダ１４２の例示的実施形態が図示される。この場
合、例えばコードリーダ１４２は実質的に前述の例示的実施形態に記載されたコードリー
ダ１４２のように構成することができ、取り得る実施形態として例えば上記の記載を参照
してもよい。図１２には照明機器１７２は図示されない。照明は、例えば前述と同様に上
記の例示的実施形態と同様にもたらされ得る。
【０１２７】
　この場合、位置決め機器１３４は選択的に図１２に図示された例示的実施形態の挿入部
２００を備える。そしてその挿入部の中へ医療消耗品１２２を挿入することができる。例
として医療消耗品１２２は前述と同様にテスト素子１２４（例えばテストストリップ１２
８）とすることができる。しかしながら先と同様に、他のタイプの医療消耗品１２２も可
能である。そして位置決め機器１３４はその消耗品１２２の幾何学的形状に適合され得る
。このように例として挿入部２００は対応する他のタイプのマウント又は類似する機器に
置き換えることができる。
【０１２８】
　図１２に図示された例示的実施形態において位置決め機器１３４は、さらに選択的にス
ペーサ２０２を備える。このスペーサ２０２は、例えば医療消耗品１２２と光ファイバプ
レート１７０の間に所定の最小距離を確保するために設計されたスペーサレール２０４を
含む。このように光ファイバプレート１７０が、特にその挿入及び／又は引き抜きの間に
、医療消耗品１２２によって損傷し、磨耗し、又は汚れることがないことを確保するのが
可能である。例として最小距離は、少なくとも図５Ａのa1で指定された距離と実質的に一
致するものとすることができる。
【０１２９】
　さらに、位置決め機器１３４は、図１２に図示された例示的実施形態において選択的に
圧迫素子２０６を備える。そしてその圧迫素子２０６は、ここでは例えばスプリング素子
２０８として示される。その圧迫素子２０６は、医療消耗品１２２に対して光ファイバプ
レート１７０の方向に力を加える。このように、医療消耗品１２２はスペーサレール２０
４に対して押圧され、それにより医療消耗品１２２と光ファイバプレート１７０の間の距
離が所望の最大距離を超えないことを確保する。例として位置決め機器１３４は、医療消
耗品１２２を上記の距離a1に保持するように設計される。しかしながら原理上、位置決め
機器の他の構成も可能である。
【符号の説明】
【０１３０】
　１１０　　医療システム
　１１２　　医療装置
　１１４　　血糖測定装置
　１１６　　インスリンポンプ
　１１８　　入力手段
　１２０　　出力手段
　１２２　　医療消耗品
　１２４　　テスト素子
　１２６　　硬いテスト素子
　１２８　　テストストリップ
　１３０　　塗布位置
　１３２　　導入穴
　１３４　　位置決め機器
　１３６　　電極接触部
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　１３８　　光学コード
　１４０　　モジュール
　１４２　　コードリーダ
　１４４　　インスリンカートリッジ
　１４６　　注入セット
　１４８　　ホースカニューレ
　１５０　　アダプタ
　１５２　　カニューレ
　１５４　　パッケージ
　１５６　　イメージセンサ
　１５８　　センサ回路基板
　１６０　　光源
　１６２　　照明光
　１６４　　撮像系
　１６６　　アクティブなセンサ面
　１６８　　キャリヤ材料
　１７０　　光ファイバプレート
　１７２　　照明機器
　１７４　　照明回路基板
　１７６　　光ファイバ
　１７８　　ファイバコア
　１８０　　母体
　１８２　　クラッディング
　１８４　　コード側表面
　１８６　　センサ側表面
　１８８　　センサ
　１９０　　フィルタ
　１９２　　穴
　１９４　　コードユニット
　１９６　　照明パルス
　１９８　　残存光
　２００　　挿入部
　２０２　　スペーサ
　２０４　　スペーサレール
　２０６　　圧迫素子
　２０８　　スプリング素子
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